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平成29年第５回占冠村議会定例会会議録（第１号） 

平成29年９月27日（水曜日） 

 

○議事日程 

  議長開会宣言（午前10時） 

  所管事項に関する委員会報告（議会運営委員会） 

日程第 １  会議録署名議員の指名について（３番・４番） 

日程第 ２  会期決定について 

  議長諸般報告 

  総務産業常任委員長報告 

  村長行政報告 

  村長所信表明 

日程第 ３  一般質問 

日程第 ４ 報告第 １号 平成 28年度占冠村健全化判断比率の報告について 

日程第 ５ 報告第 ２号 平成 28年度占冠村資金不足比率の報告について 

日程第 ６ 議案第 １号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第 ７ 議案第 ２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第 ８ 議案第 ３号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

日程第 ９ 議案第 ４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

日程第 10 議案第 ５号 占冠村介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が

遵守すべき基準に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについて 

日程第 11 議案第 ６号 平成 29年度占冠村一般会計補正予算（第４号） 

日程第 12 議案第 ７号 平成 29 年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第 13 議案第 ８号 平成 29年度村立診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第 14 議案第 ９号 平成 29年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 15 議案第 10号 平成 29年度占冠村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 16 議案第 11号 平成 29 年度占冠村歯科診療所事業特別会計補正予算（第１

号） 

 

○出席議員（７人） 

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 工 藤 國 忠 君 

３番 大 谷 元 江 君       ４番 長谷川 耿 聰 君 

５番 山 本 敬 介 君       ６番 五十嵐 正 雄 君 

７番 佐 野 一 紀 君 
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○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  会 計 管 理 者 平 岡   卓 

総 務 課 長 多 田 淳 史  企 画 商 工 課 長 松 永 英 敬 

地 域 振 興 対 策 室 長 野 村 直 広  保 健 福 祉 課 長 伊 藤 俊 幸 

産 業 建 設 課 長 小 林 昌 弘  林 業 振 興 室 長 今 野 良 彦 

ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦  総 務 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 

職 員 厚 生 担 当 主 幹 細 川 明 美  財 務 担 当 係 長 野 原 大 樹 

税 務 担 当 主 幹 佐久間   敦  企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛 

国 保 医 療 担 当 主 幹 上 島 早 苗  社 会 福 祉 担 当 主 幹 高 桑   浩 

介 護 担 当 主 幹 木 村 恭 美  村 立 診 療 所 主 幹 合 田   幸 

農 業 担 当 係 長 杉 岡 裕 二  環 境 衛 生 担 当 主 幹 石 坂 勝 美 

林 業 振 興 室 主 幹 鈴 木 智 宏    

（教育委員会）     

教 育 長 藤 本   武  教 育 次 長 岡 崎 至 可 

学 校 教 育 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広  社 会 教 育 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕 

（農業委員会）     

事 務 局 長 小 林 昌 弘    

（選挙管理委員会）     

書 記 長 多 田 淳 史    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 山 本 敬 介 

事 務 局 長 小 尾 雅 彦    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 小 尾 雅 彦  主 事 久 保 璃 華 
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開会 午前10時00分 

 

◎開会宣言 

○議長（相川繁治君） ただいまの出席議員

は７人です。定足数に達しておりますので、

これから平成29年第５回占冠村議会定例会を

開会します。 

 この際、当面の日程等について、議会運営

委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長、五十嵐正雄君。 

○議会運営委員長（五十嵐正雄君） ９月19

日に開催しました議会運営委員会のご報告を

申し上げます。今期定例会における会期は、

本日27日から28日までの２日間といたします。

議事日程、日割については、あらかじめお手

元に配布したとおりです。 

 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

 

◎開議宣告 

○議長（相川繁治君） これから、本日の会

議を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（相川繁治君） 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第117条の規定により、議長において、３番、

大谷元江君、４番、長谷川耿聰君を指名しま

す。 

 

◎日程第２ 会期決定について 

○議長（相川繁治君） 日程第２、会期の決

定の件を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から９月28日まで

の２日間としたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日から９月28日まで

の２日間と決定しました。 

 

◎諸般報告 

○議長（相川繁治君） これから諸般の報告

を行います。 

事務局長。 

○事務局長（小尾雅彦君） 審議資料の１ペ

ージをお願いいたします。今期定例会に付議

された案件は報告第１号から同意案第３号ま

での18件です。議員提案による案件は意見書

案５号から意見書案９号の５件です。 

審議資料の２ページをお願いいたします。

説明のため出席を要求したところ、通知のあ

った者の職及び氏名は村長以下、記載のとお

りです。審議資料の２ページから３ページを

お願いいたします。平成29年第４回臨時会以

降の議員の動向は７月19日の上川管内町村議

会議長会研修会から記載のとおりであります。

審議資料の６ページから７ページは平成29年

度６月分の例月出納検査結果です。審議資料

の８ページから９ページは平成29年度７月分

の例月出納検査結果です。以上です。 

○議長（相川繁治君） 次に議長に提出され

た総務産業常任委員会の報告書について説明

を求めます。 

総務産業常任委員長、佐野一紀君。 

○総務産業常任委員長（佐野一紀君） おは

ようございます。総務産業常任委員会の所管
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事務調査にあたっての報告をいたします。ま

ず、所管事務調査に関する調査報告（道内所

管事務調査）ということで、次のとおり事務

調査を実施したので報告いたします。記、１、

調査期日。平成29年７月３日から４日。出席

者、議会議員７名であります。調査地につい

ては、栗山町の農業振興公社及び札幌市であ

ります。（１）については、栗山町農業振興

計画（５か年）について、（２）新規就農の

支援策について、（３）鳥獣被害対策の取り

組みについて、（４）全道町村議会議員研修

会は札幌市東札幌のコンベンションセンター

で行っております。 

調査報告のまとめであります。（１）栗山

町農業振興計画（５か年）について。今期で

４期目となる農業振興計画（農業ルネッサン

ス）の解説を受ける。平成６年頃から北海道

産米の大幅な下落や農産物価格の低迷、農業

所得の伸び悩みと負債問題が表面化し、全町

体制で農家経営の健全化と地域農業の確立に

動き出した。現在は、栗山町農業振興公社と

して農業全般に関する業務を担っている。 

（２）新規就農の支援策についてでありま

す。平成25年度から現在まで、約15組が新規

就農者として受け入れられ、町の旧教員住宅

を改修して対処している。地域における農業

委員の協力体制も親身であり、受け入れ態勢

には欠かせない存在である。 

（３）鳥獣被害対策の取り組みについて。

地域における鳥獣による農業被害は拡大傾向

にある。エゾシカ対策は、町内に総延長95km

にも及ぶ侵入防護柵が設置されている。アラ

イグマの捕獲状況は、年々増加し約480頭と

なっている。 

（４）全道町村議会議員研修会。（１）慶

應義塾大学経済学部教授、金子勝氏より基調

講演をいただいております。内容については、

「トランプ政権と日本経済、地域経済への影

響は」ということであります。二番目に、日

本放送協会解説副委員長、島田敏男氏より基

調講演。この内容については、「日本政治の

昨日、今日、明日」という内容であります。 

もう一部のほうをお願いいたします。これ

は村内の所管事務調査に関する調査報告であ

ります。１、調査期日は平成29年６月28日。 

調査事項については、（１）上トマム村道災

害復旧工事状況調査について、（２）上トマ

ム民有林崩壊地状況調査について、（３）占

冠村一般廃棄物処分場状況調査について、

（４）中央避難道路現地調査について。調査

経過は、調査にあたっては、村長・課長・各

担当者の同行により、現地説明を受けながら

実施した。 

４、調査結果であります。（１）災害復旧

工事は、概ね順調に進捗されており、地域住

民にもダンプトラックの交通往来の周知がさ

れている。トマム団体線の工区内法面にコン

クリート桝の作工物があり、用途を究明し必

要なければ撤去されたい。 

（２）村で民有林伐採地の買い取りを検討

されたい。公営住宅の住民の安全を確保する

ため、崩壊地法面の安全対策と伐採地の植林

を検討されたい。 

（３）①トマムリゾート責任者に対しての

一般ごみ、分別方法の徹底を指導されたい。

裏面を見てください。②ごみ減量化推進対策

委員会委員にトマムリゾート関係者を加える

検討をされたい。③今後、トマムリゾートに

対しての応分の負担を協議されたい。④処分

場の長期化を追求し、地域住民に対しても減

量化を訴える対策を講じられたい。 

（４）①村道東１号線を接点として、早期

に工事着手出来るよう予備調査、測量を実                

施されたい。②計画・予算・保安林解除事
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務・着工までのスケジュールを企て、判断材

料の資料を９月末日までに準備されたい。以

上で報告を終わります。 

○議長（相川繁治君） これで諸般の報告を

終わります。 

 

◎村長行政報告 

○議長（相川繁治君） 村長から行政報告の

ための発言を求められておりますので、その

発言を許します。 

 村長。 

○村長（田中正治君） おはようございます。

議長のお許しを得ましたので行政報告をさせ

ていただきます。まず、村長就任後初めての

議会ということになりますけれども、緊張感

を持って真摯に対応させていただきますので

どうぞよろしくお願いをいたします。 

それでは、審議資料の４ページをお願いい

たします。まず、報告事項であります。１件

でございますけれども、お手元に資料を配布

させていただきましたので朗読をさせていた

だきたいと思います。（１）村有地における

不法投棄について。トマム地区の村有地２か

所において不法投棄がありました。投棄場所

につきましては、１か所目が占冠村字下トマ

ム2267番４に冷蔵庫などの廃棄物、２か所目

は占冠村字トマム829番24で、テレビ、スト

ーブ、グラスウール、炊飯器、音響機器など

の廃棄物を土中に埋却していることが確認さ

れました。 

平成29年５月中旬、警察に不法投棄の情報

提供があり、村は北海道とともに内偵調査の

協力をしてまいりました。その後、警察によ

る事情聴取が９月11日に行われ、９月13日か

ら15日の３日間で、村及び関係機関立会のも

と掘り起し作業を実施しております。掘り出

された廃棄物は、現在、下トマムの一般廃棄

物最終処分場に仮置きしておりますが、適法

に処理させるため北海道とその処分方法につ

いて協議をしています。 

現在、警察が捜査中のため、情報の詳細は

明らかでない部分もありますが、不法投棄の

ありました２か所の村有地について原状回復

させるとともに、再発防止のため指導及び監

視に努めてまいります。 

 次に２番、主な用務等でございますが、第

４回臨時会以降の用務を記載させていただい

ておりまして、９月６日以降、私が就任以降

の用務等の記載となってございます。３とい

たしまして入札１件の執行となってございま

す。以上でございます。 

○議長（相川繁治君） これで行政報告は終

わりました。 

 

◎村長所信表明 

○議長（相川繁治君） 村長から所信表明の

ための発言を求められておりますので、その

発言を許します。 

 村長。 

○村長（田中正治君） Ⅰ、はじめに。平成

29年第５回占冠村議会定例会の開催にあたり、

村政執行に対する私の所信を申し上げ、村民

の皆様並びに村議会議員の皆様のご理解とご

協力を賜りたいと存じます。 

 さて、このたびの村長選挙におきまして、

生まれ育った占冠村のお役に立ちたいとの思

いをもって立候補し、村民の皆様方の温かい

ご支援を賜り無投票当選の栄に浴し、村政を

担当させていただくことになりました。 

 これまで43年余り行政に携わってまいりま

したが、もとより微力であり、先輩、同僚は

じめ村議会議員各位のご指導や地域の皆様に

育てられ、貴重な経験をさせていただきまし

た。 
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 この間、本村を取り巻く環境は、平成の大

合併を経て自立の道を選択し、地方創生の名

のもと自らが考え、進む道を決定していくと

いった難しい行政運営が求められてきました。 

 こうした行政経験を活かし、これからの村

づくりに全力で取り組む覚悟と決意を新たに

しているところでございます。 

Ⅱ、村政執行に対する基本姿勢。占冠村は、

先人達の強い意志と努力により交通環境をは

じめとして社会資本整備が進み、暮らしやす

くなったと感じる一方、まだまだ生活する上

で不十分な面も多くあり、様々な問題点を抱

えているのも現実だと思っております。しか

し、豊かな自然や農林業、観光資源など、多

くの可能性を秘めている地域として注目され

ている面もあると感じています。 

私は村民の皆様方と一緒にこの資源や財産

を受け継ぎ、守り育てていくことで、すべて

の村民が報われる社会をめざし、「生まれて

良かった」「育って良かった」「暮らして良か

った」そして住み続けたいと思える村づくり

を進めてまいります。 

本村には内在する多くの課題もあるかと思

いますが、これから村政を執行していくため

に、次の事項を政策の柱としたいと考えてお

ります。 

①持続可能な地域づくり。将来に向かって

地域づくりを進める上で農業、林業、観光の

基幹産業を中心に、移住、定住、起業などの

推進、集落対策を含めた総体の持続性の取組

が必要と考えています。 

 農業においては、新規就農や後継者、Ｕタ

ーン者による営農など新たな展開が期待でき

る状況にあり必要な支援をしてまいります。 

林業においては、既に取り組んでいる木質バ

イオマスエネルギーやエゾシカの有効活用、

木材の活用、山林にある資源活用を推進する

とともに、単に木材を生産販売するだけでは

なく、目的に応じた木材生産により付加価値

を高め販売する林業事業体の育成、資源の持

続性を高めるため国有林との連携などを図っ

てまいります。 

 観光においては、道内有数のトマムリゾー

トを有しており、波及効果を利用し農業、林

業との経済循環が図られる取組を行ってまい

ります。また、村有リゾート施設の処理に目

処がたったことから、トマムリゾートの進展

に対し、行政が対応する課題について協議を

行うとともに、従業員の定住化が図られる対

策を進めてまいります。 

 また、小規模事業者ではありますが、起業

する方が出てきておりますので支援してまい

ります。 

集落対策においては、これまでの取組を継

続しそれぞれの地域特性を生かした対策を図

るため、地域の皆様とともに進めてまいりま

す。 

②安全で安心な暮らしを守る基盤づくり。  

村民が安心して暮らすための基盤は、医療や

福祉、介護支援、救急医療、公共交通の確保

など、いつでも誰もが享受できる体制がある

ことだと考えており、不十分な点を少しでも

改善し、住民ニーズに即したサービスができ

るよう努めてまいります。近年は想定外な気

象変化や様々な要因に対応した防災対策が求

められておりますことから、いろいろな場面

を想定し、村民の命と財産を守る対策の確立

を図ってまいります。 

また、日常生活の中で地域づくりを進める

活動として、地域協働ボランティア活動が定

着してきている状況にあり、より一層の活動

が図られるよう支援してまいります。 

③未来を託す子どもの環境づくり。子ども

のいるところに人が集まるとの思いから、子
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育て支援の充実と女性が社会活動に参加しや

すくするため、１歳児保育を行うための環境

整備を行います。これらを実現するため、老

朽化している占冠保育所の建設とトマム保育

所の増築について検討を進めます。 

教育環境の充実にあたっては、ＩＴ教育や

希望による塾の開設など、定住したいと思え

るよう学校格差をなくし、教育環境に魅力を

持たせる取組みをしたいと考えています。 

 国際化に対応する教育の一環として、アス

ペン市との短期交換留学と世界的に平和が希

求されている中、平和の村宣言を具現化する

平和体験学習を継続してまいります。 

Ⅲ、おわりに。総合計画が平成30年に見直

しの時期を迎えますが、占冠村が向かう方向

を村民の皆様とともに考えてまいりたいと思

います。 

 また、行政を進めるうえで役場職員として

正確で公正な事務事業の執行能力が求められ

ますので、人づくりも私の仕事と考えており、

期待に応えられる政策能力のスキルアップを

図ってまいります。 

 併せて、村づくりの源となります財政の健

全運営と持続性に配慮することは、欠かせな

い行政運営能力のひとつであります。 

 こうしたことにも意識を持ちながら、住み

よい村づくりを実現するため、村議会とも相

談ししっかりと取り組んでまいります。村民

の皆様並びに村議会議員の皆様のご支援をお

願い申し上げ、村政執行に対する所信といた

します。平成29年９月27日、占冠村長、田 

中正治。 

○議長（相川繁治君） これで村長所信表明

は終わりました。 

 

◎日程第３ 一般質問 

○議長（相川繁治君） 日程第３、一般質問

を行います。順番に発言を許します。 

６番、五十嵐正雄君。 

○６番（五十嵐正雄君） 議長の許しを得ま

したので一般質問をいたします。まず、１つ

目の公契約条例の制定についてであります。

この公契約条例については、もう既に議会の

中で５年半議論してまいりました。いまだ制

定されていませんが、前村長は制定に向けて

取り組むということでありました。全道的に

も今、各自治体で公契約条例についての取り

組みがなされ、旭川市をはじめ他の自治体で

も既に公契約条例ができております。今回田

中村長が就任しましたので、継続して取り組

む姿勢があるかどうか含めてお伺いすると共

に、具体的な取組み等について考え方を伺い

ます。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ただ今のご質問にお

答えをしたいと思います。公契約条例の制定

におきましては私が総務課長時代から懸案事

項となっており、歩みを前へ進める努力をし

てまいりたいというふうに考えております。 

検討にあたっては入札制度、最低賃金基準

など検討事項が多岐に渡り、課題の整理に時

間を要することから取組みが遅延しておりま

すが、職員間の勉強会を開催し、労働者の適

正な労働環境となるような施策や村契約の相

手方の責任を明確にする基本方針をまずは策

定していきたいということで、一定の方向性

を確認しているところでございます。今後は

公契約に関する基本方針を策定し、結果とし

て条例化に向けて取り組んでまいりたいとい

うふうに考えてございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。 

○６番（五十嵐正雄君） ５年前にもこの議

論したときに、前村長は内部で検討して早期

に条例の制定を図っていきたいと、こういう
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ことだったわけですけども、この間いろいろ

な中身の検討に時間がかかっているというこ

とと合わせて、具体的に今後田中村政になっ

てからは庁内・役場内で勉強会をきちんとし

て、問題点や課題明らかにしながら条例化に

向けて方針を作っていくということのようで

す。 

このへんについては、既にもう５年半以上

もかかってきているわけで、１日も早く条例

を制定して、働く者や企業が村と契約するに

あたって緊張関係を持って、その中で働く人

たちの諸権利が十分守れるような体制を１日

も早く作っていただくことが必要だというふ

うに考えています。庁内で十分勉強するとい

うことですから、これが３年も５年もかかっ

てまた勉強するという話ではないというふう

に思っていますので、少なくても新年度に向

けて条例が制定されるという運びになってい

く必要があるというふうに考えていますので、

そのへんについて再度伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） これまでも検討事項

等はいろいろなものがあるんだということで

申し上げてきました。そういったものを一つ

一つ積み上げる中で、この基本方針として方

向性、条例化に向けた方向性として村内の経

済の活性化、それから適正な労働環境の確保、

それと履行の質の確保から公平性、透明性の

確保、法令遵守などこういったものを盛り込

んだ中で方針を決定して条例化に取り組みた

いということでお答えをさせていただきたい

と思います。以上です。 

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。 

○６番（五十嵐正雄君） 今村長のほうから

基本方針を作成しながら作っていきたいとい

うことで、いつ頃までに作るということにつ

いては答弁がなかったわけですけれども、急

いで作って中身のないものを作られても困り

ますので、そのへんについては内部で十分議

論しながら、いろいろな人たちの意見を聞き

ながら、よりよいものを作っていくというこ

とでお願いしたいと思います。 

次の質問、森林・林業・林産業の振興の取

組みです。村長の所信表明の中にもあります

ように、森林・林業・林産業の取組みについ

ては村の重要な重点課題であり、これからの

村の行方を取組みによっては大変大きな課題

だというふうに考えています。そこでこの間、

村では担当者だけでなくて、国とか道のほう

から林業技術者を要請して、それぞれ林業振

興室を設けて、この間いろいろな取り組みを

してきました。 

これから林業の六次産業化も含めて取り組

まれていくというふうに思いますけれども、

この間の取組みについての考え方、基本的に

はこの林業振興室を中心にして取り組んでい

くということだろうと思うんですけれども、

このへんについての基本的な考え方について

まず伺いたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 林業の振興に関わっ

てでございますが、基本的には中村前村長の

基本施策を引き継ぎ、進めてまいりたいと考

えてございます。林業での雇用創出、経済循

環を進めるためにも林業振興室は維持すると

ともに、事務事業、機構の見直しの中で林業

振興室の業務についても見直しをしながら、

より前へ進める体制にしたいというふうに考

えてございます。林業技術者の取組みについ

ては、国や北海道の職員派遣を今後も検討し

ておりますので、より充実した組織となるよ

う取り進めたいというふうに思います。以上

です。 

○議長（相川繁治君） ６番、五十嵐正雄君。 
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○６番（五十嵐正雄君） 今後も林業振興室

を設置して、国や道のほうの技術者の派遣を

しながらより振興を図っていくということで

あります。今、村では林業の六次産業化に向

けたいろいろな取組みがされています。今後

こういった取組みを進めていくにあたっては、

大きな予算をつぎ込んでいかなければならな

いというふうに考えています。そこで、これ

までの取り組み、そして総括をきちんとしな

がら、問題点とか課題を明らかにして前へ進

んでいくということが大事だろうというふう

に思っています。 

この間いろいろな取組みがされていますけ

れども、庁内全体での統一された考え方で取

り組んでいるということだろうとは思うんで

すけれども、先々大変不安を覚えるというか、

感じるところがあります。そういった意味で、

ぜひ大きな事業としてこれから村の重要な基

幹産業として取り組むわけですから、初期の

段階で取組みを誤ってしまうと大変な問題に

なってくるというふうに考えています。です

からぜひこれらについては、それぞれの中間

でそれぞれの担当者を含めてきちんと総括を

しながら、いろいろな問題・課題そういった

ものを明らかにして前へ進めていくという体

制が必要だろうと。そういった取組みの中で

林業や林産業が占冠の村の中で地についた取

組みとして進められていくというふうに思っ

ています。そのへんについての考え方につい

て伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 林業の六次産業化に

向けた取組みについては、占冠村まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の検証作業として庁

内関係課等で構成される占冠村総合戦略プロ

ジェクトチームにおいて林業六次産業化を含

め、前年度の取組み状況や今年度の方向性に

ついて取りまとめ、情報共有を図っておりま

す。議員おっしゃるとおり、これらの総括を

きちんとする中で問題整理をし、誤った道に

進まないようそれぞれ研鑽を高めるというこ

との作業も併せて必要というふうに考えてお

ります。 

また、林業振興室では林業六次産業化の勉

強会等を実施し、連携を密にしているところ

でございます。この間の取組みでは反省点も

ありますので、これらを生かし、今後の取組

みに繋げてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。以上です。 

○議長（相川繁治君） 次に４番、長谷川耿

聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） お許しを得ました

ので一般質問をさせていただきます。最初に

村長ご就任おめでとうございます。今日の一

般質問は村長が立候補するときにご挨拶とし

てのはがきをいただいております。これをも

とに質問をさせていただきますのでよろしく

お願いします。 

まず、質問の第１問としては、村政執行の

基本方針・施策の柱について。これははがき

に書いてあります。基幹産業とされている村

の農林業・移住・定住施策の振興にも関わら

ず増加の兆しがみられない人口問題、基金に

みられる村の財政問題、そして膨張を続ける

トマムリゾートとの課題と難題が山積する中

で果敢にトップに立ち、村政を進めようとす

る田中村政に心から敬意を表すと共に、大い

に期待いたします。いただいた選挙のはがき

の公約を拝見しましたが、表現の差はあるも

のの２・３代続いた他の村長の主張とほとん

ど変わりなく感じ、それだけに村の抱える問

題が根深いものであると再確認いたしました。

そこで次の５点を伺いたいと思います。 

まず１点目、田中正治新村長は昨年まで村
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の総務課長で施策振興の第一人者としてその

任務にあたってきましたので、まず新村長と

なって村の現状に関する率直な認識、また、

村長が考えている反省点や村振興の要因はど

こにあるか、考えをお伺いいたしたいと思い

ます。１つずつお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 長谷川議員のご質問

にお答えをしたいと思います。まず、はじめ

に現状に関する率直な認識ということでござ

いました。私、所信表明でもただ今申し上げ

たとおり、交通環境をはじめとした社会資本

整備が進み、暮らしやすくなったと感じる一

方、生活するうえで不十分な面を感じている

方が多くいらっしゃるのも事実ではないかと

いうふうに考えています。解消しなければな

らない課題は、全村的な問題、集落ごとに違

う問題など何をどうすればよいのかという特

効薬的な解決策はないのかなということが現

状と認識しております。その中にあって暮ら

していくうえで魅力が感じられる施策をでき

るところから実行してまいりたいというふう

にも考えてございます。 

次に、反省点や村振興の要因というご質問

でございます。総務課長就任時に村が抱えて

いた課題解決について中村前村長のもと賛否

はあるかもしれませんが、一定の成果を上げ

てきたと考えており、自分が村長に立候補す

るときにも中村村長の政策を継承し、発展さ

せてまいりたいと申し上げてきました。行政

の継続性は必要であると考えており、その中

に自分なりの政策を示して実行していくこと

で一定の成果が得られるものと思っておりま

す。今後の村づくりにおいても引き継ぐ政策

は実行しながら、自分自身が思っているもの

をどう政策として実行できるかを議員各位と

も相談をしながら進めてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） 所信表明は今日い

ただいたものですから、被るかもしれないで

すけどもひとつ答えていただきたいと思いま

す。それでは次に、村長の公約に述べられて

いるように、この村にいつまでも住み続けた

いと思う村づくりを念頭に施策を進めていく

と明記されています。やはり住み続けるため

には仕事や基盤となる産業、生活環境を整え

ることが重要だと思います。 

村長は農林業を基幹産業と上げていますが、

もはや村の農林業は基幹産業と言えないので

はないかと考えられます。国の施策である農

地集約化が進む中で、農地が限定されている

村では経済循環を図れるような農家は本当に

限られており、また、林業においても企業が

限られ、村の肝いりで立ち上げた木質バイオ

マス生産組合の現状を見ても大変厳しい状況

であります。そこで、このような厳しい状況

で村長は村の農林業の振興をさせようとして

いますが、その考え方と方針を伺いたいと思

います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 本村のような中山間

地域において、農業や林業なしに地域づくり

をすることは考えられないと思っております。

所信表明においても一部考え方を申し上げて

おりますとおり、小規模であってもこれを生

業として生活されている方がいらっしゃいま

すし、農業・林業においても新たな芽が出て

きているのも事実だと思います。これらを大

切にし、大きく成長できるよう支援するのも

村の努めであろうと考えてございます。また、

幸いにして本村には道内有数のリゾート産業

が存在していますし、これらと融合した取組

みが可能な状況にもあります。 
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先日、就任挨拶で北海道へ出向いた際、

「占冠村は大きな可能性を秘めたところであ

り、今は注目されている地域ですから資源を

生かした産業振興など頑張ってください」と

いったお言葉をいただきました。中にいると

分からない可能性があるのだろうと感じたと

ころでございます。成果を出すには時間もか

かるかもしれませんが、頑張っていらっしゃ

る村民に対しても村として支援できる体制を

作りたいというふうに思っております。以上

です。 

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） それでは質問の３

点目に移らせていただきます。いただいた立

候補ご挨拶の施策の２、安全で安心な暮らし

を守る基盤作りの中の一つに地域医療の拡充

とありますが、具体的にどのような内容かお

伺いいたしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 公約として申し上げ

ているのは、一般的な地域医療、福祉政策の

充実を書かせていただきましたが、現実を見

たときに診療所の継続した医療体制をどう確

立するのがよいのか、救急医療はどうなのか、

福祉施設はこれで充足しているのか、介護支

援はどうなのかといったことを協議し、確立

していきたいとの意を持ったものでございま

す。 

総合計画の中では、この問題を考える上で

のキーポイントとして、財政的な裏付け・人

材の確保・雇用人材の住宅確保・運営主体の

選定などを上げており、単に福祉に特化した

議論ではなく村全体のインフラ整備等も視野

に入れた総合的な設計を必要としています。

まさにこのことが将来の本村の福祉を考える

上で必要ではないかというふうに思っていま

す。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） それでは次に移ら

せてもらいます。就任の挨拶、これは９月７

日の道新の村政スピード感を持ってという道

新の記事の中で、皆が働きやすい環境づくり

とあります。具体的にどのようなことかご説

明願います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員ご質問の就任時

の挨拶の中でという記載記事は、９月６日の

村長就任式において職員に向けて行った挨拶

の言葉と理解しております。内容は、村民が

何を考え・何を求めているのか知ることが大

切であり、村民の顔を知り、職員として理解

してもらえるよう努力してほしいとしたうえ

で、一方、職員の皆さんが働きやすい環境を

作ることが私の責任であるというふうに述べ

たものであります。 

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） この問題で再質問

させていただきます。非常に大切なことであ

りまして、過去に何度か中村村長にも質問し

た記憶がありますが、職場環境の整備という、

働きやすい職場環境の整備というものは行政

執行上一番大切なことだと思います。私の感

じとしては、表玄関を入ってくるとどうも役

場の庁内の中が窮屈に感じてならないわけで

す。まず、机の上には書類が山積みにされて

いるのと、それから雑然としている職場環境

だと。なんか役場の事務所の中は狭いのでは

ないかと。狭いなら２階でも上げたらいかが

と聞いたら耐久性がないからだめだというふ

うな回答を得ているわけですが、そういうよ

うなことで雑然としているのでもうちょっと

職場環境を広々とうまく使えないものか、こ

ういうふうに感じます。これは私一人だけで

なくて入ってくる多くの村民の皆さんが言っ
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ていますので、このへんの整理整頓というこ

とを村長はどのように考えておられるか再度

質問いたします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ただいまご紹介した

ように、就任時の挨拶の中でもその件に関し

て私の考え方を述べさせていただいておりま

す。庁内含めて、労働環境を含めて時代の要

求に合わせて庁内環境や役割分担などを検討

する委員会を組織して、職員自らに検討をし

ていただいて事務事業の見直しや配分を含め

て検討をしていただきたいということで職員

の皆さんにお願いをしたところでございます。

以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） 次に進めさせてい

ただきます。当選後の道新インタビューの記

事の中で、福祉について、村にあった福祉の

形を見極め拡充も考えたいと述べております。

本村の現状をみれば要介護度が上がり、泣く

泣く離村しなきゃならない方が、前回のどな

たかの一般質問にあったと思うんですが、お

およそ20名程度おられると思いますが、この

現状と対応について、村にあった福祉という

観点から村長はどのように考えているのかお

伺いいたします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 村にあった福祉とい

う観点でございますけれども、小規模多機能

型居宅介護施設が開設されてから介護度が上

がり、在宅で生活できなくなり、施設入所さ

れた方は２名でございます。その他、村外の

施設等に住んでいる方は家族の近くや、その

方にあった介護サービスが利用できるところ

へ転出したというふうに推測されます。しか

し、サービスの充実を図ることで転出者の減

少が少しでも抑えられ、できるだけ住み慣れ

たこの村で暮らし続けていくためには、今後

どういったサービスが必要なのか、そして、

この村でどこまでできるのかを検証し、福祉

の充実を図ってまいりたいというふうに考え

てございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ここで11時10分まで

休憩いたします。 

休憩 午前10時58分 

再開 午前11時10分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。一般質問を続けます。 

４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） 最後に特別報酬等

の見直しについてお伺いいたしたいと思いま

す。特別職の報酬等は平成17年３月に見直し

したと記憶しております。年月も相当経って

おりますので見直してはいかがか、お伺いい

たします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 非常勤特別職等の報

酬につきましては、議員ご指摘のとおり、平

成17年３月に自立を選択して策定した自立推

進計画に基づいて非常勤特別職を含めた報酬

等の見直しを行いましたが、以降、その額に

ついて見直しを行っておりません。ご指摘の

とおり、前回見直しが行われてから相当な期

間議論が行われていませんので、報酬審議会

に諮問し、審議をお願いしたいというふうに

考えてございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） 村長の考え方とし

てはいつ頃の予定で審議会を開くかお伺いい

たします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議論の経過にも関わ

ると思いますが、私の感じているところで申

し訳ありませんけれども、ちょうど改選期が
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再来年になります。新議員から適用できるよ

うなスケジュールで取り進めたいというふう

に思っております。以上です。 

○議長（相川繁治君） 次に５番、山本敬介

君。 

○５番（山本敬介君） 議長のお許しをいた

だきましたのでいくつか質問をさせていただ

きたいと思います。まずは田中新村長就任お

めでとうございます。村長は一時も気が抜け

ない激務ですので、ぜひ好きなお酒も少し控

え気味に健康に留意されてお仕事をしていた

だきたいというふうに思っています。村長の

交代は改革の大きなチャンスでもあるという

ふうに捉えております。住民に分かりやすい

議論をこれからもさせていただきたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

時間制限もありますので、今日は田中村長

の公約の中からいくつかの項目をピックアッ

プしてその真意をお聞きしたいと思います。

今回は個別に掘り下げることはしませんが、

田中村長がどのような考えで村政にあたって

いくのかを総合的にお聞きしていきたいとい

うふうに思っております。 

まず、質問の１つ目です。持続可能な地域

づくり。経済循環が図られる農業・林業・観

光の基幹産業の振興ということで、今日の所

信表明の中にもありました。それぞれの産業

についてどのような問題点があるのか改めて

その認識をお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 山本議員のご質問に

お答えをいたします。一般的に言われている

内容で申し訳ありませんが、農業においては

後継者問題・農地の流動化や集約化・新規就

農の受入れ体制など、林業においては担い手

不足・高齢化・事業体の育成など、観光にお

いては大規模リゾートを抱えながら連携不足

や定住化対策、地域観光を生かした産業づく

りなどが上げられると思っております。 

占冠村で暮らしていくためには、自分の能

力を生かして生活の糧となる就業の場が不可

欠です。森林や観光など魅力的な地域資源を

生かしきれずに人口減少が進んだ一面もある

のではと思っております。小さいながらも地

域資源を活用しながら安定した就労の場を確

保することで人口減少に歯止めをかけられれ

ばというふうに考えてございます。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 占冠は小さな村です

から小さいそれぞれの小規模の産業を繋いで、

それで経済循環を作っていくということはと

ても大事なことだというふうに思っておりま

す。再度、この農業・林業・観光の経済循環

を作っていくということが今日の所信表明の

中にもありましたが、少し具体的にどのよう

なイメージをお持ちかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 経済循環については、

占冠村の持てる基幹産業が互いに補完し合い、

地産地消や購買場所の提供、情報の提供、生

産だけでなく商品化やエネルギーの消費など

あらゆる連携を図りながらすべての産業に影

響を及ぼし合う関係が築ければ持続可能な経

済循環が図られるのではないかというふうに

考えております。しかし、言うのは簡単です

けれども、実行するには多くの労力と努力、

時間と協力関係の構築が必要と思いますので、

村が先頭となり協力関係を築き、基幹産業と

して定着できるよう努力をしたいというふう

に考えてございます。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 外国人の観光客や従

業員が今後も増えていくことが予想されてい
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るということで、体制づくりについて考えを

伺いたいということなんですけど、これは最

後に全体の職員体制のことをお聞きしたいと

思うので最後にまわしたいというふうに思っ

ております。 

続きまして移住・定住・起業などの積極的

な政策展開ということについてお聞きしたい

と思います。移住・定住・起業というのは、

いわば村に新しい力を取り込んでいこうとい

う取組みです。この10年で随分占冠村変わっ

たねと、魅力的になったねと、いろいろなこ

とをやっているねと言われる面と、なかなか

それが進んでいかないなと実感する面がある

というふうに思っておりますが、新村長はど

のように今、状況を感じてらっしゃるかお聞

きしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） これまでも村として

取組みを進めてきているというふうには考え

ておりまして、住民との協働による創生総合

戦略の推進について、住民に取組状況を理解

していただくことが重要と考えており、広報

誌や村のホームページを活用し、引き続き情

報提供に努めてまいりたい。また、今年度か

ら新たに取り組むトマム地区における住民ワ

ークショップは、住民との協働により地域の

課題を解決しながら移住・定住を目指すもの

でありますので、まずはトマム地区において

取組みを進めたいというふうに考えてござい

ます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 先ほどの産業の部分

でもありました。情報、お互いの抱えている

問題、お互いのメリット・デメリットを共有

することでいろいろな連携ができていくんじ

ゃないかというお答えでした。今、村が掲げ

ています占冠村まち・ひと・しごと総合戦略

についても、内容は非常にいろいろな部分で

網羅されていて現状を認識するのには非常に

いいと思うんですよね。ただ、これを住民の

人にどういうふうに理解をしていただくのか、

その中で情報を、今の置かれている状況と未

来図を共有していくこと、思いを共有してい

くことが非常に大切になってくというふうに

思うんですが、改めて村長のこの占冠村ま

ち・ひと・しごと総合戦略をどのように導い

ていくのかをお伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） これまでこの占冠村

まち・ひと・しごと創生総合戦略ということ

で取組みをしております。先ほどもご答弁申

し上げたとおり、多くの方にこの内容を理解

していただく努力を続けて、新たな取組みを

する中からそうした結果を導き出せるよう、

さまざまな方策でこの事業展開を進めてまい

りたいというふうに考えてございます。以上

です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 現状、村の住民懇談

会等が春・秋にありますけれども、やはりお

互いの思いを共有していく、情報を行政側か

らもらう、もしくは住民の現状をそこで共有

するということで一定の効果はあると思うん

ですけども、なかなか思いを共有していくと

いうところまではいってないんじゃないかな

というふうに思うんですね。あくまでも対行

政・対住民という形での懇談になってしまっ

ている。トマム地区は非常に積極的な参加が

あるんですが、やはり中央地区については本

当に参加が少ない状況に今陥ってしまってい

ると。ここを変革をしていく、住民と行政が

一緒に考えていく、各産業の担当の人たちが、

各担当分野の産業の人たちも一緒に物事を考

えていくようなそういう体制を作っていく必
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要があるんではないかと思うんですが、村長

の考えをお伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 地域の皆さんのご意

見や状況等含めて、住民懇談会という一つの

ピースがありますけども、これについては、

私はできるだけいろいろな集まりやいろいろ

な勉強会含めて、こちらから出向くという体

制をとっていきたいというふうに考えており

ます。そういった意味ではフットワークを軽

くしながらそういった要請に応えられるよう

私もそうですし、職員もそういったことに応

えられるように取り進めたいなというふうに

思っております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 次の質問にいきたい

と思います。木質バイオマスと再生可能エネ

ルギーです。持続可能な地域づくり、これは

スパンがすごく長い持続可能という意味です

が、エネルギーの政策は欠かせません。林業

振興室が中心になって進めてきた木質バイオ

マス、そして可能性調査をした小水力発電な

どの地域の再生可能エネルギーについて村長

の認識を伺いたいと思います。 

再生可能エネルギーについては前副村長を

リーダーにしたプロジェクトチームを作って

進めてきたというふうに認識しておりますが、

湯の沢温泉に薪ボイラーを導入した後、薪ス

トーブが数台導入されていますが、なかなか

その再生可能エネルギーのマスタープランの

策定までは至っていないというふうに認識を

しております。このあたり村長の認識をお伺

いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 木質バイオマスの再

生可能エネルギーの課題でございますけれど

も、再生可能エネルギーについては、村では

平成25年の占冠村総合計画の見直しにおいて

木質バイオマス等の地域資源を活用した新エ

ネルギーの活用を重点目標として、一村一エ

ネ事業により湯の沢温泉への薪ボイラーの導

入と薪の生産組合が立ち上がったと認識して

おります。また、福祉施設への地中熱ヒート

ポンプ導入のほか、北海道立総合研究機構と

の協定に基づくエネルギー研究や民間による

湯の沢地区の小水力発電可能性調査などの動

きがあると承知しております。 

いずれにしましても、再生可能エネルギー

の推進は環境への負荷の軽減はもとより、村

内循環型の経済と雇用の創出を図るうえで重

要な取組みであると認識をしております。今

後、木質バイオマスエネルギーについては、

公共施設等総合管理計画の基本計画に基づき

施設更新の際に導入を検討するほか、小水力

発電については民間からの最終提案を受けた

後、新エネルギー検討委員会において検討を

行うなど再生可能エネルギーの導入に向けて

取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） ちょっとだけ具体的

なことを、保育所新設すると、更新していく

と考えがおありだというふうに今日お伺いし

ましたが、木質バイオマスを入れて、木質の

暖かさで子どもたち育てていけばいいんじゃ

ないかなというふうに私は思うんですが、お

聞きしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 私のスケジュール感

では、来年度保育所の建設に向けての基本設

計をしたいなというふうに考えておりまして、

村づくり条例に基づいて地域の皆様の意見を

いただきながらそういったことも可能性があ

れば検討していきたいというふうに考えてお
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ります。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 関連してですが、こ

れはよもやということではありますけれども、

政府は核廃棄物の埋設を進めるための特性マ

ップを７月に公表しました。これは日本全国

が網羅されているマップなんですけれども、

占冠村も好ましい特性が確認できる可能性が

相対的に高いという地域に指定をされていま

す。 

言うに及ばず占冠村の財産は森と川と空気

であって、それによって農業・林業・人々の

暮らし・観光のすべてが賄われていると。こ

れを根本から覆す放射能・原子力発電につい

ては、村としてこれまでの村政でも反対をし

てきているところだと思いますが、何よりこ

ういったものに頼らなくても良い体制を、財

政の健全化を含めて目指していくことが必要

だというふうに思っております。村長の考え

を改めてお聞きしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 私もその特性マップ

について見せていただきましたけれども、政

府の核廃棄物の埋設については現在考えてお

りません。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 次の質問に移りたい

と思います。安全で安心な暮らしを守る基盤

づくりということです。地域医療の充実と住

民ニーズに即した福祉施設の拡充ということ

が公約に盛り込まれておりました。村は小規

模多機能型居宅介護施設とま～るを建設して、

在宅介護を政策の中心に据えました。これは

大きな病気をしなければいつまでも村に住ん

で、在宅でサービスを受けながら暮らしてい

けるというもので、健康寿命を延ばす取組み

が非常に肝要になってきます。また、充実し

た医療との連携を作ることで「看取り」まで

可能になる、そういったことまでできる仕組

みであります。 

私もデイサービスセンターから小規模多機

能を建てるという時に、デイサービスがまだ

まだ使える建物でその横に建てるということ

で住民の理解が得られるんだろうかと、これ

は行政コストの無駄遣いではないかという見

方もありましたけれども、やはりその「とま

～る」の可能性、この地域にはサービスを増

やしていくことで、様々な介護サービスを作

っていける。そういったことが可能になると

いうことで賛成をしました。 

こういったことが可能になる施設でありな

がら、近年の村の医療体制は非常に不安定で、

在宅介護や在宅医療の方向性を模索するどこ

ろか、無医村になる危機を何度も味わってお

ります。村長の現状認識と今後どのように問

題に取り組んでいくか、決意をお伺いしたい

と思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） まず、先ほどの核廃

棄物特性マップの件でちょっと追加をさせて

いただきます。北海道における特定放射性廃

棄物に関する条例というのがありまして、北

海道では核のごみを受け入れ難いと宣言する

条例であるということで、道内市町村の遵守

する必要があるという考え方を持っていると

いうことでございます。 

それでは地域医療、医師の確保ということ

でございます。長谷川議員のご質問でも一定

程度答弁しておりますとおり、診療所の継続

した医療体制の確保を確実なものとする取組

みは必要と考えております。占冠村を一時的

でも無医村にしないという努力と何が有効な

のか関係機関とも連携を取り、必要な施策が

あれば積極的に取り組んでまいりたいという
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ふうに思っております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 私はいろいろな住民

と話をしたり、議会の議論も聞いていて本当

に村の方向性、小規模多機能型居宅介護施設

を中心として在宅介護をしっかりやっていく

んだと、そこで村はサービスを充実させてや

っていくんだということが認識をちゃんとさ

れているのかどうか、住民との間で共通認識

があるのか。住民、そして行政、あと社会福

祉協議会、この三つの共通認識がどうもない

ように感じているんですね。議論があっちに

いったりこっちにいったりするということが

ここ数年続いているんだというふうに思いま

す。 

村として、行政としてこうだということを

自分だけで決めるんではなくて、しっかり議

論、しっかり説明して、しっかり話し合った

中で共通の未来図を、福祉・医療の未来図を

持ってそれに向けて準備をしていくというこ

とは必要だと思うんですけれども、村長はど

のように感じてらっしゃるかお聞きしたいと

思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 占冠村の福祉行政で

ございますけども、議員ご指摘のように三者

が一定の共通理解のもとに一つのことに向か

って進むということは必要なことでもありま

すし、基本だと思います。そういった努力は

村としてもさせていただきたいというふうに

思っております。 

それと、福祉サービスの充実という観点か

らいきますと、総合計画の中でも三大重点目

標ということで掲げておりますし、このまま

これがすべてだということではないというふ

うに私は認識をしております。ただ、村に何

ができるのか、どこまでやれるのかという議

論についてはもう少し深めなければならない

というふうに認識をしております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 次に進みます。様々

な要因変化に対応する防災対策の実施という

ことですが、中村村政から懸案事項なってお

ります。災害時の情報伝達、これは一つ肝で

すね。車の避難路の新設については先ほど佐

野委員長からも報告がありました。９月にそ

の可否を含めて出てくるというふうに聞いて

おりますが、この２点について現状の村長の

認識をお伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 災害時の情報伝達と

いうことでよろしいですか。災害時の情報伝

達でございます。内部協議も行いながらどう

いった方法があるのかという議論もさせてい

ただきました。占冠村においてはメール配信

サービスの登録のお願いをしておりまして、

９月１日に行った防災訓練の際にも登録の啓

発を行っているところです。 

防災無線の整備については検討を進めてお

りますが、現段階では５、６社から提案を受

けていて、本村の状況に適した方式について

見積もり、それから財源も含めた検討を行っ

ているところでございます。建設費、それか

らランニングコストなどの比較検討を行いま

して、議会にもお示しをして決定をしていき

たいということを考えておりますので、もう

少し検討の時間をいただきたいと思います。

ちなみにメール配信サービス、現在登録件数

が108件になってございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） そのメール配信サー

ビスの件ですけれども、私も知らなかったん

ですが、J-ALERTと連結しているということ

で、昨今の北朝鮮ミサイルの発射があった際
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に、J-ALERTが発動した際にこの配信サービ

スでメールがくることになっております。私

にもきました。ということを考えると、これ

は非常に実はメール配信サービスというよう

な優しいものではなくて、これはもう情報伝

達の要になっていく可能性があると。以前の

議会でも申し上げましたが、以前は個々で端

末を持っているということはなかなか考え辛

かったんですよね。今はその端末を持ってい

るというインフラ整備が社会情勢の中ででき

てきているという中で、これを最大限有効に

使うことが今後その災害の情報伝達にかなり

有効だというふうに認識をしております。コ

ストも低いわけですよね。今108件というこ

とですが、これを災害の伝達に使うというこ

とであれば、少なくとも90％以上くらいの住

民に登録をしてもらうという努力が必要じゃ

ないかというふうに思っております。 

ちなみに占冠村はやはり行政と住民が近い

ということで、住宅用の火災の警報機につい

ては728世帯中、726世帯が設置していると、

99.7％です。これは管内の市町村と比べても

すごく高い値になっています。ということは

やはり個々にしっかりあたって登録を促せば

この登録数を飛躍的に増やしていけるんじゃ

ないかなというふうに思っておりますが、村

長の考えをお伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員お話のようにそ

ういった努力をすることによって飛躍的に延

びる可能性があるというふうに認識をいたし

ております。そういった意味では十分な取組

みになってなかったのかなということで反省

をしながら今後、そういった可能性のある方

にはぜひ登録を促すという作業を進めてまい

りたいというふうに思います。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 続いて最後の質問に

なりますが、未来を託す子どもの環境づくり

ということで、子育て支援の関係です。多く

はこの後の大谷議員に譲りたいと思うんです

が、一つ、やはり今住んでいる方への対応と

いうことではなくて、移住しようかな、占冠

村で子育てしようかなと思った人に対する情

報提供、これが占冠村まったくなされていな

い。ホームページで探してもその情報に到達

するのが非常に大変であると。トマムに隣接

している清水では、高速道路で一つ先の駅と

いうことですが、清水町、南富良野町等は子

育て支援とホームページで検索をすると様々

な情報が出てきます。パンフレットもＰＤＦ

で出てくると。ぜひうちの村で、うちの町で

子育てをしてほしいという思いがそこに滲ん

でいるんですね。 

まずはこういった、ハードの面は今やって

いくとおっしゃいましたが、ソフトの面をし

っかりとやっていくことが重要だと。占冠村

は決して子育てしにくいところだというふう

には思っておりません。いろいろな施策もあ

ります。ただこれをしっかりと伝える術が今

はないという状況だというふうに思うんです

が、その認識を村長にお伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 子育て支援のハード

部分でございますが、私も子どもを３人育て

てまいりましたけれども、学校教育含めて大

変良い面がたくさんあったというふうに考え

ています。現在は医療費の高校生までの無料

化、それから奨学資金、その他予防注射だと

かいろいろあろうかと思いますけれども、そ

ういった意味では占冠村で子育てをしたとき

に、どういった環境でどういう良いことが育

てる中でメリットがあるんだというのも議員

おっしゃるとおり、十分村外にアピールされ
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てない面は私も感じます。 

そういった意味では、なんとかリゾートで

働いている人たちに占冠で子育てをしてもら

えないだろうかとか、いろいろその方策を自

分なりに考えた結果が今お示しした内容だと

考えておりますけれども、今、議員がおっし

ゃるとおり、人を呼び込むという方策もホー

ムページ等を通じながらお知らせをするアカ

ウントを作る。そういったものの努力をする

よう庁内で検討させていただきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） それでは最後にお伺

いしたいと思います。冒頭でも申し上げまし

たとおり、村長の交代は改革の大きなチャン

スであるというふうに思います。そして新た

な課題が目の前にたくさんあるということで

あります。これらの新しい政策の推進に合致

した職員体制の構築をしっかりやっていかな

ければだめだと。今まで林業振興室に重点を

置いて林業施策を進めてきました。他で人が

足りないところも林業振興についてはある程

度の人数を割いてやってきたと。これはこれ

でもちろん林業振興の部分は進めていってい

ただかなければならないんですが、他の施策

も進めていくにはどうしても職員体制をしっ

かりやらないとだめだというふうに思ってお

ります。 

村長交代を機に、このあたりを大幅に見直

しして体制作りを来期に向けてやれないか。

田中村長は昨年４月から一般職として一担当

として席を置いておられました。非常に大事

な経験になったんじゃないかなと、そんなこ

とはなかなかないですよね。村長になる方が

一般職として経験するということはなかなか

ないと思うんですね。この経験を生かしてぜ

ひこういった体制、冒頭で言いました外国人

の受入れの体制も含めて子育て政策の体制、

防災の体制、こういったものをしっかりと作

っていっていただきたいと、このあたりの考

えを最後にお伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） さまざまな要素に対

応できる職員体制作りということでは大事な

要素だというふうに私も考えております。適

材適所だけで解決できない部分もありますし、

人員を増やさなければできないこともありま

す。そういった意味で私は職員の皆さんに申

し上げたんですが、ぜひ自分たちの経験の中

から職場を再度見直して、こういった業務は

こうしたいいとか、どこが担当したらいいと

か、そういったことを含めて内容を再度見直

して、課の中の状況を見直していただけない

かと。必要であれば課の増設だとかそういっ

たものも含めて検討をしてくれというような

ことを申し上げております。 

そういった意味では、私のスケジュール感

では３月議会にはそういったものを含めて、

必要であれば課の設置条例の提案ですとかそ

ういったものを進めながら４月１日の人事異

動でそういった体制を作りたいというふうに

考えております。ただ、議員ご指摘の防災推

進室っていうのはちょっとお約束はできない

ですけども、それは職員の内部で検討させて

いただきたいというふうに思っております。

以上です。 

○議長（相川繁治君） 次に３番、大谷元江

君。 

○３番（大谷元江君） 議長のお許しを得ま

したので質問させていただきます。新村長就

任おめでとうございます。新１年生というの

は本当にドキドキ、ハラハラ１年間一喜一憂

しながら進めていく大変な時期かと思います

ので体調に気をつけられて進めていただきた



 

 

 20 / 55 

いと思います。 

質問をさせていただきます。短い質問です

けども、返答よろしくお願いいたします。先

ほど来、山本議員からも子育て支援について

いろいろと質問させていただいているところ

です。私も議員立候補に際して子育て支援を

掲げさせていただいておりますので、これを

重点的に進めているところでございます。 

昨年、中村村長の時にも保育所の建設をと

いうことで質問させていただいたんですが、

その時には役場庁舎の耐震もありますので保

育所はというちょっと疑問符のついた返答を

いただいたところですが、新村長においては

30年、次年度から設計のスケジュールに入り

たいということです。でも建設に対してはそ

れから何年か必要になるんだろうなと思いま

す。 

今、中央保育所は老朽化、分かっていらっ

しゃると思いますけども、建てる前に今２年、

３年、５年と経つ中ではもっと状況が悪くな

るんだろうなと思います。室内の環境は一部

お湯が出ないとか、いろいろな問題点が上げ

られていると思いますので、そういう問題点、

保育士さんを含めてこの中身を良くしていた

だいて、子どもたちが環境の良い中で生活で

きるような施設にしていただきたいと思うん

ですね。大々的な改修は無理かなとは思うん

ですけども、最低限ここまではできるだろう

というところを進めていただきたいと思いま

すが、村長の考えを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 大谷議員のご質問に

お答えしたいと思います。子育て支援の拡充

でございます。とりわけ占冠保育所は築55年

が経過しております。平成29年２月に策定し

た公共施設等総合管理計画では、標準的な耐

用年数を60年と定めており、耐用年数が経過

した時点で建替えるとの方針が示されたとこ

ろでございます。そういった意味で保育所の

建替えについてはぜひやりたいというふうに

考えております。 

ご質問の現在の建替えまでの間の保育所の

状況でございます。私は、トマムでは１歳児

保育試行的に始めておりますし、占冠保育所

の整備、施設の整備についても不備な点があ

るというふうに直接伺ってもおります。そう

いった意味でご指摘のとおり、私としては遊

具や園児の成長に必要なものについてはその

間改修をしたり、新たに設置するものは設置

したりということで、対応をしていきたいと

いうふうに思っております。 

１歳児保育についてもトマムでやっている

んだから占冠でもという声もお聞きしており

ます。担当課とまだ十分な議論がされていま

せんけども、可能なのかどうかも含めて私は

検討したいというふうに思っております。以

上です。 

○議長（相川繁治君） ３番、大谷元江君。 

○３番（大谷元江君） 占冠地区でも１歳児

保育の環境整備をしていただけるということ

ですが、今いるからするのではなく、こうい

う環境が整っているからきてください、入っ

てくださいという環境にしていただけるとも

っと良くなるのではないかなと思いますけど

も、そのへんのことをもう一度お答えくださ

い。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 子育て支援について

は、私の気持ちとしては、定住化を進めるた

めの一丁目一番地という思いは強いです。や

はり子どもがいることによって人が住む、集

まる、いろいろな条件が出てくると考えてお

りますので、いるからやるというよりは今後

を含めてここに住むために、人口を減らさな
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いためにもこういった施策は必要であるとい

うふうに考えております。 

○議長（相川繁治君） 若干時間が早いんで

すが、ここで午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前 11時 56分 

再開 午後１時 00分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。一般質問を続けます。 

７番、佐野一紀君。 

○７番（佐野一紀君） 議長のお許しを得ま

たので２問について質問をさせていただきま

す。質問１の災害避難時の自主組織、これは

宮下行政区で自主的に作り上げた組織であり

ますけど、それについて若干経過等含めて説

明をしていきたいなとこのように思います。 

近年気候変動の中で全国的に局地的な集中

豪雨等８月から９月にかけてテレビ入れるた

びに日本列島のどこかでそういう報道がされ

ておりました。気象学の北大の教授に言わせ

ると、これから先50年で海水温度が大体４度

ぐらい上がるということをおっしゃっておら

れたと、そういうことでますます局地的な集

中豪雨、水害、災害どこをみてもテレビ報道

見ても水害、土砂の崩壊、道路の決壊このよ

うなニュースがずっと続いておりました。 

そういう中で村のほうでも災害避難訓練等

を実施する中で各行政区に避難計画対策を求

めておられました。そういうことで宮下行政

区でも災害避難行動について自主的な避難体

制を作り住民の安全を守ることとし、実質的

な組織を作ったところであります。災害時に

おいては村の災害対策本部から避難勧告、避

難指示が行政区所に出されます。そのいう中

で宮下でも、宮下地区の行政区で災害対策本

部というか、それほど大げさなものではあり

ませんが、作ってそして各班住民に周知して、

各班に選任されている責任者を置いておりま

すから、その人が住民に周知して歩くと。そ

して避難行動をする行動時において迅速に行

動できるような方法を宮下の行政区でも作り

だしたわけであります。各班でお年寄り、ま

た身体の不自由な方等々を避難勧告、避難指

示の前の前段の避難準備体制の中ででも早め

に連絡付けられればそういう地域に周知でき

ることができる。そうすれば速やかに避難行

動のお手伝いもできるということです。今、

私が言いたいのはそういうことなんです。 

宮下集会所は当時、昭和37年ですか占冠村

で死者が出た大災害、水害を起こしました。

そういう経験をしております。そういう中で

宮下、今の集会所は水が付かなかったと、集

会所にお年寄り、そして障がい者の方を一時

的に各班の車両の担当者がそこへ連れて行っ

て暫定的にそこへ避難させると、そして村の

大きな中型バスで各家庭回るっていったら大

変ですから、あそこに避難させた人を宮下の

集会所に迎えに行くと、そういう連絡体制を

取って今やろうとしているわけです。 

実際にあの９月１日、夜間の災害訓練でや

りました。その経過と問題点が下に書かれて

おりますが、今年度の夜間避難訓練の中で避

難行動には迅速に対応できたと私もそう思っ

ております。だけど実際の災害時と訓練時と

では同一にして見るわけにいかないんですね。

訓練だったらもう最初から周知しているから、

今避難してください車がきますからと準備も

簡単にいくけども、実際災害時になればやは

り普段の防災意識、防災意識の向上に向けて

普段からきちんとこういう訓練を通じ、また

は啓発活動を通じてやっぱり住民に周知して

おかないとなかなかスムーズに迅速に対応す

ることは難しいと思います。そういう中で、

やはり村の災害時の訓練、またはそういう啓

発活動は大きな役割を持っているんだと思い
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ます。 

そしてもう１点、宮下行政区は千歳行政区

も同じですが、大きな行政区です。やはり細

分化して小さな、大きいとなかなか対応が難

しい。そういう中でお手伝いをする方法を考

えるならば、きめ細やかな方法も細分化して

作る方法もあるんでないかなとこのように反

省点として私はそう思いました。また、防災

意識の向上についてはやはり、なかなかお年

寄りっていうのはなかなか頑固ですから、こ

れぐらいだったら大丈夫だ、俺はお前大丈夫

だから心配するな。俺はちゃんとやっている

からなんてそういう中でやはり、いざ訓練で

避難が遅れたときに取り返しがつかんことに

なっちゃうんですよ。 

今の避難道路の、あとで質問しますけども

避難道路でない中で例えば宮下で決壊された

ら上流に向かって車なんか行けませんよ。30

ｃｍか40ｃｍの水でも大体ウインドーまでき

ますからね、大型でもきます。そういう通行

不可能なところに送り、避難をさせるために

お手伝いをするということはやっぱり避難勧

告、避難指示の前の準備行動から早めに行政

区のほうから村のほうからでも対応してほし

いとそういうことであります。 

そういうことで防災意識の向上に向けたこ

ういう取組み、この運動が千歳・本通でもさ

れたみたいでありますが、宮下地区では一応

まがりなりにもそういうことで自主的な運動

をさせていただいております。これらの取組

みについて他の行政区に働きかけなり、また

は取組みのどういう政策というのがあるのか

村長のお答えをいただきたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 佐野議員のご質問に

お答えをします。災害避難時の自主組織とい

うことで、大変貴重なご意見をいただきまし

た。今年度の避難訓練の実施に関しましては、

宮下行政区のご協力をいただいて夜間訓練及

び行政区との連携について訓練を行うことが

できたと聞いております。宮下行政区では一

時避難所の設定、避難誘導の分担など細かな

分担がなされており、今後自主防災組織を立

ち上げていく上で参考になるものと思ってお

ります。村内の行政区による自主防災組織の

設置については、トマム地区、宮下地区が自

主防災計画を策定しており、運用しておりま

す。その他の地区においても避難時行動の取

り決め、毎年勉強会を行うなど独自の取組み

が行われていると伺っております。 

村としては各行政区に対しての働きかけに

ついて、行政区長会議において自主防災組織

の立ち上げのお願いをするとともに村からの

情報提供、事例紹介、地域防災マスター講習

会の参加案内など様々なメニューを用意して

おりますけれども、組織化にあたっては行政

区の自主的な体制整備が重要となりますので、

行政区の要請に応じる形で支援をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

それと、避難訓練の必要性ということで議

員おっしゃられるとおり、普段の訓練は重要

でありますので、これらの訓練は毎年実施を

してまいりたい。それから避難の指示・準備

含めてですね、恐れることなく早めの取扱い

をやって取り進めてまいりたいというふうに

考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。 

○７番（佐野一紀君） より良い方法で進め

ていただきたいなとこのように思います。 

質問２番のほうへ移らせていただきます。

避難道路の検討・調査ということであります

が、本来なら所管事務調査で９月30日までに

回答を出せというようなことで報告してあっ

たんですが、所管事務所で触っている分には
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あんまり一般質問でやるわけにもいかないか

なと思ったんですが、これはもう今からやら

ないと来年度の予算的な部分にも関わってき

ますので、ぜひこのへん掘り下げてやらせて

いただきたいなと思います。 

ここに書いてあるように、昨年の豪雨被害

は想定しないこともあり得ることが実証され

ました。避難道路の早急な整備が必要である

と考え、自前で測量を行い、ルート等議会と

意見交換の場を設けて、調査・検討していき

たいとのこと。これは６月、私の質問に対し

てこれ前村長ですけれども、回答した答えで

す。これを受けて所管調査の中でもいろいろ

ルート等、役場の担当課または職員含めて見

せていただきました。９月30日を目途として

報告してもらうということであったんですが、

（１）の平成29年度９月30日まで、29年度中

に検討・調査は行われたのかどうか、まず１

点お伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 車の避難路の新設に

おきましては、総務産業常任委員会の所管事

務調査でもご指摘がありまして、測量会社に

お願いして現地踏査をしていただきました。

本年の８月に測量会社の協力を得て踏査した

ところでございます。 

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。 

○７番（佐野一紀君） 今年の８月に測量会

社を通じて調査をしたということですが、こ

の精査とは行われたんですか。その調査結果

の報告というのは議会にいつされようとした

んですか。お伺いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 踏査の結果の検討で

ございますけど、安全勾配、それから道路延

長、車両通行道路として適当かどうかという

ところを協議をさせていただいてございます。

総務産業常任委員会で９月末日というお話も

あったんでございますけれども、日程の都合

上、10月10日開催の全員協議会において内容

のご説明を申し上げたいというふうに考えて

おります。 

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。 

○７番（佐野一紀君） 調査が行われて議会

報告が９月30日まで、いろいろ村長選の絡み

ありましたので10月10日という日程がずれた、

これはいたしかたないなとこのようには思っ

ておりますが、その中で10月10日に話します

からここは省略します。調査がされたという

ことでされない理由はいいということで、い

ずれにしても中学校のところ、避難所に直結

する大きな車両で行く道路って言ったら神社

下しかないんですよね。 

宮下地区が水害でやられた場合には千歳・

本通地区から上がるルートっていうのはあり

ません。だからやはり道路、その道路が必要

だということでずっとやらせていただいてい

るんですよ。金がかかるとかいろいろあるで

しょう。それはＢ/Ｃからいっても費用対効

果でそんなものやらなくたって宮下回ればい

いんじゃないかと、だけどその先には住民の

安心・安全がついてまわるということですよ。

Ｂ/Ｃより先に住民の安全が確保されなかっ

たら、そんな避難路なんか作る必要ないんで

すよ。そのへん今の費用対効果の部分からみ

ても村長はどんな見識を持っているかをお伺

いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員おっしゃるとお

り、人命最優先というのが当然の見識でござ

います。この本件の内容につきましては今後

も報告を受けた中で、今後も議員の皆さんと

ご協議を申し上げたいというふうに考えてお

りますのでご理解をお願いしたいと思います。
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以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。 

○７番（佐野一紀君） もう一度最後に、村

長にあんまり質問もしたくないんですが、質

問をして終わらせたいなと思います。ここか

ら運動公園のところ通ってぐるっとＲを巻い

て中学校のテニスコートのとこに繋ぐルート

を使うんであればなかなか難しいというよう

な情報も一部耳に入っております。そうであ

れば大体どこをやったらいいのか、それが分

かっているんであるならば、代替地をどこに

するかということを、それをやはり我々がや

るんではなくて、村が議会にこういうような

予定路もあると、計画もあるんだとそういう

ことを示してくれて、そうして議会と行政で

揉んでいけばいい話でしょ。そして新しいル

ートを作ればいいわけだから。ここがどうし

てもだめであれば何もなくて作らなくていい

ということでないんです。 

過去の水害からはもう55年ですよ。半世紀

以上経って何も前の災害からは学ばなければ

我々は先人に対して申し訳ないし、何をやっ

ているんだって言われるよ。だからだめなら

だめでいいの、これは誰が見てもだめだよ。

どこの人が見てもこれはだめだからって、代

替地をどうするか、どういうふうに道路を作

るのかと、そのことを考えていただきたい。

それを最後に質問して終わります。お答えい

ただいて終わりです。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 結論ありきのご発言

もありましたけれども、基本的には現地踏査

をした結果をご報告をさせていただきまして、

今後の対応についてはご協議をさせていただ

くというのが今の基本姿勢でございます。代

替地云々っていうことにつきましては、今の

路線だけで十分だという判断はしておりませ

んのでそういったことも含めて協議をさせて

いただくということでご理解をお願いしたい

と思います。 

○議長（相川繁治君） これで一般質問を終

わります。 

 

◎日程第４ 報告第１号から日程第５ 報告第

２号 

○議長（相川繁治君） 日程第４、報告第１

号、平成28年度占冠村健全化判断比率の報告

についての件及び日程第５、報告第２号、平

成28年度占冠村資本不足比率の報告について

の件を一括議題にします。 

本件についての説明を求めます。総務課長、

多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書

の１ページをお願いたします。報告第１号、

平成28年度占冠村健全化判断比率の報告につ

いてご説明申し上げます。 

本件は、地方自治体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項の規定により、平成28年

度占冠村健全化判断比率を監査委員の意見を

付して報告するものでございます。平成28年

度決算に基づく４つの健全化判断比率につい

てご報告をいたします。左の表から実質赤字

比率ですけれども、定められた数式により算

出された数値は、マイナス4.14％となりまし

て赤字額がないことから標記のとおりとなっ

てございます。 

 次に連結実質赤字比率つきましても、マイ

ナス5.04％となっており赤字額がないことに

より、標記のとおりとなってございます。 

 次に実質公債費率ですけれども、平成28年

度では7.21％ですが、過去３年間の平均値を

もって標記することから、平成26年度から３

か年の平均値で6.4％となってございます。 

 次に将来負担比率についてですけれども、
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標準財政規模額の減少及び算入公債費等の増

加によりまして15.00％となってございます。

また、下段には括弧書きで早期健全化基準を

記載しておりますが、いずれも基準内である

ことを報告させていただきます。なお、監査

委員の意見書につきましては、別冊で配布さ

せていただいておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 続きまして、議案書の３ページになります。

報告第２号、平成28年度占冠村資金不足比率

の報告についてご説明申し上げます。 

本件は、地方自治体の財政の健全化に関す

る法律第22条第１項の規定により、平成28年

度占冠村資金不足比率を監査委員の意見を付

して報告するものでございます。内容につき

ましては、簡易水道事業特別会計、公共下水

道事業特別会計、両会計においては黒字会計

となっており、資金不足が発生しないため算

出されないことから標記のとおりとなってご

ざいます。また、監査委員の意見書につきま

しては別冊で配布させていただいております

のでよろしくお願いいたします。以上、報告

を終わらせていただきます。 

○議長（相川繁治君）これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

 (「なし」の声あり) 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑をおわります。 

以上で、報告は終わりました。 

 

◎日程第６ 議案第１号から日程第９ 議案第

４号 

○議長（相川繁治君） 日程第６、議案第１

号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についての件から日程第９、議案第４号、

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定

についてまでの件、４件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。議案第１号か

ら議案第４号については、総務課長、多田淳

史君。 

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書

の５ページをお開きください。議案第１号、

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついてご説明申し上げます。 

本件は平成29年６月１日付けで西胆振消防

組合が処理する事務の追加により名称が変更

されることと、平成29年８月１日付けで江差

町ほか２町学校給食組合を構成する３町のう

ち、１町の脱退による名称の変更に伴いまし

て北海道市町村職員退職組合規約の別表の

（２）一部事務組合及び広域連合の表を改め

ることについて協議するため議会の議決を求

めるものでございます。内容につきましては、

別表（２）中の江差町ほか学校給食組合を江

差町・上ノ国町学校給食組合に改め、西胆振

消防組合を西胆振行政事務組合に改めるもの

でございます。 

 施行日といたしまして、地方自治法第286

条第１項による総務大臣の許可の日から施行

することとしております。 

 続きまして７ページをお願いいたします。

議案第２号、北海道市町村総合事務組合規約

の変更についてご説明を申し上げます。 

 本件につきましても、議案第１号と同様の

理由によりまして北海道市町村総合事務組合

規約別表第１及び別表第２を改めることにつ

いて協議するため議会の議決を求めるもので

ございます。 

内容につきましては別表第１及び第２中江

差町ほか２町学校給食組合を江差町・上ノ国

町学校給食組合に改め、西胆振消防組合を西

胆振行政事務組合に改めるものでございます。 

 施行日といたしまして、地方自治法第286

条第１項の規定による総務大臣の許可の日か
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ら施行することとしております。 

 続きまして９ページをお願いいたします。

議案第３号、北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更についてご説明申し上げ

ます。本件につきましても前の２議案と同様

の理由によりまして、北海道町村議会議員公

務災害補償等組合規約別表第１を改めるもの

を協議するため、議会の議決を求めるもので

ございます。 

内容は、別表第１中西胆振消防組合を西胆

振行政事務組合に、江差町ほか２町学校給食

組合を江差町・上ノ国町学校給食組合に改め

るものでございます。 

 施行日としまして地方自治法第286条第１

項の規定による総務大臣の許可の日から施行

することとしております。 

 続きまして11ページをお願いいたします。

議案第４号、辺地に係る公共的施設の総合整

備計画の策定について、こちらについてご説

明申し上げます。 

 本件は、辺地に係る公共的施設の総合整備

のための財政上の特別措置等に関する法律第

３条第１項の規定に基づき、双珠別辺地に係

る公共的施設の総合整備計画を策定するため

議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては議案書の12ページの総

合整備計画書案及び13ページの位置図にあり

ますとおり、森林管理道アリサラップ支線の

整備に関しましてさらに整備を進めるために

平成29年度から平成33年度までの５か年の整

備計画を策定するものでございます。以上で

説明を終わらせていただきます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

◎日程第10 議案第５号 

○議長（相川繁治君） 日程第10、議案第５

号については、保健福祉課長、伊藤俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 議案書15ペ

ージをお願いいたします。議案第５号、占冠

村介護保険法に基づき地域包括支援センター

の設置者が遵守すべき基準に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについて。

占冠村介護保険法に基づき地域包括支援セン

ターの設置者が遵守すべき基準に関する条例

の一部を改正する条例を次の通り制定する。

平成29年９月27日提出、占冠村長、田中正治。 

 提案理由でございますが、地域包括支援セ

ンター職員の配置基準について、厚生労働省

令で定める基準に従い条例で定めております

が、今回その基準となる介護保険法施行規則

第140条66第１号イ（３）が改正され、主任

介護専門員の定義が改正されたため、条例中

の引用条項及び文言の整備を行うものであり

ます。 

 改正内容でございますが、第２条中「第

140条の68第１項」を「第140条の66第１号イ

（３）」に、「主任介護専門員研修を修了した

者」を「主任介護支援専門員」に改めるもの

であります。この条例は公布の日から施行す

るものであります。また、経過措置として改

正後の第２条に規定する主任介護専門員には

介護保険法施行規則の一部を改正する省令附

則第２条第４項の規定によりなお従前の例に

よることとされる平成29年改正省令による改

正前の介護保険施行規則第140条の66第１号

イ（３）に規定する主任介護支援専門員を含

むものといたします。以上で提案理由の説明

を終わります。よろしくご審議くださいます

ようお願いいたします。 

 

◎日程第11 議案第６号 

○議長（相川繁治君） 日程第11、議案第６

号については、総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書
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17ページをお願いいたします。議案第６号、

平成29年度占冠村一般会計補正予算、第４号

についてご説明申し上げます。平成29年度占

冠村一般会計補正予算、第４号は、歳入歳出

それぞれ3040万円を追加し、歳入歳出の予算

をそれぞれ25億7700万円とするものと地方債

の変更１件でございます。以下、歳入からご

説明申し上げます。 

 23ページをお願いいたします。９款、１項、

地方特例交付金において１目、地方特例交付

金は、地方特例交付金10万６千円の増額でご

ざいます。 

 10款、１項、地方交付税におきまして１目、

地方交付税は普通交付税で8230万９千円の増

額。 

 14款、１項、国庫負担金において、１目、

民生費国庫負担金は障害児入所給付費等国庫

負担金で40万円の増額。14款、２項、国庫補

助金におきまして、２目、民生費国庫補助金

は障害者総合支援事業費国庫補助金で50万５

千円、７目、災害復旧事業費国庫補助金は、

道路橋梁災害復旧事業費国庫補助金で1742万

円の増額でございます。 

 15款、１項、道負担金におきまして、１目、

民生費道負担金は、障害児入所給付費等道費

負担金で20万円の増額。 

 24ページをお願いいたします。16款、２項、

財産売払収入において１目、不動産売払い収

入は立木売払収入50万円の増額でございます。 

 18款、１項、繰入金において１目、財政調

整基金繰入金は１千万円の減額。８目、減債

基金繰入金は７千万円の減額でございます。 

 19款、１項、繰越金において１目、繰越金

は前年度繰越金2836万９千円の増額でござい

ます。 

 20款、５項、雑入において１目、雑入は学

校林処分収入47万円、コミュニティプラザ窓

ガラス修繕保険料20万円の増額でございます。 

 21款、１項、村債におきまして、１目、総

務債は臨時財政対策債で2007万９千円の減額

でございます。 

 次に歳出についてご説明いたします。25ペ

ージをお願いいたします。２款、１項、総務

管理費において、１目、一般管理費はプリン

ター集約化に伴う消耗品費の一括管理により

まして183万４千円の増額、特別会計新地方

公会計導入支援委託料で99万６千円の増額で

ございます。４目、財産管理費で縁石敷設委

託料26万円、財政調整基金積立金1742万円の

増額。５目、総合センター管理費で総合セン

ターボイラー委託料14万９千円の増額。６目、

コミュニティセンター管理費で消耗品３万１

千円の増額。７目、企画費で小規模事業者支

援事業補助金24万円の増額。11目、諸費は避

難路標識製作設置委託料12万円、全国瞬時警

報システム整備事業保守業務委託料５万４千

円、避難路補修工事216万円の増額でござい

ます。 

 ３款、１項、社会福祉費において、１目、

社会福祉総務費で障がい者自立支援システム

法改正対応改修委託業務101万１千円、障害

者医療費国庫負担金返還金１万６千円の増額、

障害者自立支援給付費道費負担金返還金２万

７千円の増額でございます。 

 26ページをお願いいたします。３款、２項、

児童福祉費において、１目、児童福祉総務費

で障害児通所給付費80万８千円の増額、障害

児入所給付費等国庫負担金返還金１万７千円、

障害児入所給付費等道費負担金返還金１万８

千円の増額でございます。 

 ４款、１項、保健衛生費におきまして３目、

環境衛生費は修繕料14万１千円の増額でござ

います。 

 ４款、２項、清掃費において１目、清掃総
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務費は修繕料16万２千円の増額でございます。 

 ６款、１項、農業費において４目、農業構

造改善事業費は修繕料34万円の増額。 

 ６款、２項、林業費において１目、林業振

興費は修繕料35万円、備品購入費４万７千円、

狩猟者養成事業補助金10万円、林業振興基金

積立金50万円の増額でございます。 

 27ページをお願いいたします。８款、２項、

河川費において１目、河川総務費は修繕料

187万７千円の減額、工事請負費で518万４千

円の増額でございます。 

 10款、１項、教育総務費において３目、義

務教育振興費で消耗品12万円の増額、学校教

職員住宅料補助金９万円、占冠中学校開校記

念事業補助金12万円の増額でございます。 

 10款、２項、小学校費において１目、学校

管理費は修繕料70万円、手数料３万円、重機

等借上料25万円、トマム学校油漏れ処理原材

料費８万５千円の増額でございます。 

 10款、３項、中学校費において１目、学校

管理費は修繕料35万円の増額。 

 28ページをお願いいたします。10款、４項、

社会教育費において３目、コミュニティプラ

ザ管理費で修繕料20万円の増額。 

 10款、５項、保健体育費において１目、保

健体育総務費はスキー場管理賃金197万８千

円の増額、スキー場管理委託料230万円の減

額でございます。 

 12款、１項、公債費において１目、元金は

一般財源が確保できたため財源振替を行うも

のでございます。 

 13款、１項、普通財産取得費において１目、

土地取得費は土地取得による執行残額として

39万４千円の減額、２目、建物取得費におい

ても建物取得によります執行残として93万７

千円の減額でございます。 

 戻りまして18ページ及び19ページをお願い

いたします。補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表、歳入歳出予算補正のとおりでござい

ます。20ページをお願いいたします。地方債

の補正につきましては、第２表のとおり、臨

時財政対策債について変更しようとするもの

でございます。以上で説明を終わらせていた

だきます。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

◎日程第12 議案第７号・議案８号・議案10

号・議案11号 

○議長（相川繁治君） 日程第12、第13及び

第15、第16、議案第７号、第８号及び第10号、

第11号については、保健福祉課長、伊藤俊幸

君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 議案書の29

ページをお開き願います。議案第７号、平成

29年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正

予算、第２号についての提案内容の説明をい

たします。平成29年度占冠村国民健康保険事

業特別会計補正予算、第２号は歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ440万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１億8690万円にしよう

とするものであります。歳入歳出予算の補正

の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は第１表歳入歳

出予算補正によります。事項別明細書により

説明いたします。 

 32ページをお願いいたします。歳入からに

なります。８款、１項、繰入金、２目、国保

財政調整基金繰入金は368万円の増額です。 

 ９款、１項、繰越金は前年度繰越金で72万

円の増額です。 

 次に歳出になります。33ページをお願いい

たします。７款、１項、共同事業拠出金は１

目、高額医療費共同事業医療費拠出金で270

万円の増額です。８款、２項、保健事業費、
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１目、保健事業費は役務費、手数料で１万２

千円の増、備品購入費においては健康教室啓

発器具購入費で12万円の増額です。 

 10款、１項、償還金及び還付加算金は１目、

償還金で平成28年度退職者医療費交付金など

の精算金で156万８千円の増額です。以上で

議案第７号の説明を終わります。 

 次に、議案書35ページをお願いいたします。

議案第８号、平成29年度村立診療所特別会計

補正予算、第１号についての提案内容の説明

を行います。平成29年度村立診療所特別会計

補正予算、第１号は歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ300万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を9250万円にしようとするもので

あります。歳入歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は第１表、歳入歳出予算補正

によります。事項別明細書により説明いたし

ます。 

 38ページをお願いいたします。歳入からに

なります。５款、１項、繰越金は前年度繰越

金で300万円の増額です。 

 次に歳出になります。１款、１項、施設管

理費は１目、一般管理費で特別旅費30万７千

円の減額、道補助金返還金で30万７千円の増

額です。２目、占冠診療所管理費は通信運搬

費で７万２千円の増、医療用コンピュータ保

守点検業務委託料で14万７千円の増、医師住

宅ストーブ購入費で10万円の増です。３目、

トマム診療所管理費はＬＥＤ化に伴う修繕料

の計上で68万４千円の増です。 

 ２款、１項、医業費は１目、占冠診療所医

療用機械器具費において消耗品費９万８千円

の増、備品購入費ではポケット型静脈ライト

購入費で９万円の増です。２目、トマム診療

所医療用機械器具費において消耗品費３万５

千円の増、備品購入費においては電子天秤購

入費で５万４千円の増です。５目、占冠診療

所医療品衛生材料費は消耗品費で142万円の

増です。これについては医薬品代でございま

す。６目、トマム診療所医療品衛生材料費に

おいては消耗品費で30万円の増です。これに

つきましても医療品代でございます。以上で

議案第８号の説明を終わります。 

 続きまして、議案書45ページをお開き願い

ます。議案第10号、平成29年度占冠村介護保

険特別会計補正予算、第２号についての提案

内容の説明を行います。平成29年度占冠村介

護保険特別会計補正予算、第２号は歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ310万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１億1280万円とするものであります。歳入

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は第１表歳入歳出予算補正によります。事項

別明細書により説明いたします。 

 48ページをお願いいたします。歳入からに

なります。８款、１項、繰越金、１目、繰越

金は前年度繰越金で310万円の増です。 

 次に歳出になります。３款、１項、地域支

援事業費、１目、介護予防・生活支援サービ

ス事業費において総合事業委託料で26万円の

増です。３目、包括的支援事業費においては

消耗品費３万円の増、手数料２千円の増です。 

 ４款、１項、償還金及び還付加算金は２目、

償還金において介護給付費の前年度精算金の

計上で280万８千円の増です。以上で議案第

10号の説明を終わります。 

 続きまして49ページをお願いいたします。

議案第11号、平成29年度占冠村歯科診療所事

業特別会計補正予算、第１号についての提案

内容の説明を行います。平成29年度占冠村歯

科診療所事業特別会計補正予算、第１号は歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50万円
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を追加し、歳入歳出予算の総額を2150万円に

しようとするものであります。歳入歳出予算

の補正後の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第１

表歳入歳出予算補正によります。事項別明細

書により説明いたします。 

 52ページをお願いいたします。歳入ですが、

４款、１項、繰越金は前年度繰越金で50万円

の増額です。 

 次に歳出になります。１款、１項、施設管

理費は１目、一般管理費において診察室エア

コン修繕料として50万円の計上であります。

以上で提出議案の説明を終わります。よろし

くご審議くださいますようお願いいたします。 

 

◎日程第14 議案第９号 

○議長（相川繁治君） 日程第14、議案第９

号については産業建設課長、小林昌弘君。 

○産業建設課長（小林昌弘君） 議案書41ペ

ージをお願いいたします。議案第９号、平成

29年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算、

第２号についてご説明いたします。平成29年

度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算、第

２号は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ490万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

１億840万円とするものでございます。 

議案書44ページをお願いいたします。歳入

からご説明いたします。３款、繰入金、１項、

繰入金、２目、占冠村簡易水道施設整備基金

繰入金、１節、占冠村簡易水道施設整備基金

繰入金で420万円の増額でございます。 

４款、繰越金、１項、繰越金、１目、繰越

金、１節、繰越金で前年度繰越金70万円の増

額でございます。 

続きまして歳出についてご説明いたします。

２款、管理費、１項、施設管理費、１目、施

設維持費、11節、需用費、消耗品費で水処理

に伴う薬品の購入で21万円の増額。燃料費は

発電機の燃料で２万６千円の増額。光熱水費

75万６千円の増額。いずれも11月から供用を

開始します上トマム取水場に関わる経費を補

正するものでございます。修繕料で上トマム

浄水場発電機修繕45万円、占冠浄水場と中ト

マム導水ポンプ場の電磁流量計変換器修繕で

278万6400円。修繕料合計で323万７千円の増

額でございます。需用費合計で422万９千円

の増額でございます。 

12節、役務費、通信運搬費で電話回線の使

用料としまして11万１千円の増額、保険料は

建物災害共済２万４千円の増額。役務費につ

きましても上トマム取水場に関わる経費を補

正するものでございます。役務費合計で13万

５千円の増額でございます。 

13節、委託料、消防設備保守点検委託料１

万円の増額、電気保安点検業務委託料４万６

千円の増額、水質検査業務委託料48万円の増

額。委託料につきましても上トマム取水場に

関わる経費を補正するものでございます。委

託料合計で53万６千円の増額でございます。 

議案書42ページをお願いいたします。説明

した内容で補正後の歳入歳出予算の金額は第

１表、歳入歳出予算補正のとおりでございま

す。以上よろしくご審議のほどお願い申し上

げます。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。 

 

◎散会宣言 

○議長（相川繁治君） 以上で本日の日程は

全部終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

本日はこれで散会します。 

散会 午後１時56分 
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平成29年第５回占冠村議会定例会会議録（第２号） 

平成29年９月28日（木曜日） 

 

○議事日程 

  議長開議宣言（午前10時） 

日程第 １ 議案第 １号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第 ２ 議案第 ２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第 ３ 議案第 ３号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

日程第 ４ 議案第 ４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

日程第 ５ 議案第 ５号 占冠村介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が

遵守すべき基準に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについて 

日程第 ６ 議案第 ６号 平成 29年度占冠村一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ７ 議案第 ７号 平成 29 年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第 ８ 議案第 ８号 平成 29年度村立診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議案第 ９号 平成 29年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 10 議案第 10号 平成 29年度占冠村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 11 議案第 11号 平成 29 年度占冠村歯科診療所事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第 12 認定第 １号 平成 28 年度占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第 13 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 14 同意案第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について 

日程第 15 同意案第２号 占冠村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

日程第 16 同意案第３号 占冠村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

日程第 17 意見書案第５号 適正な地方財政計画の策定を求める意見書 

日程第 18 意見書案第６号 教職員の長時間労働是正を求める意見書 

日程第 19 意見書案第７号 道教委「新たな高校教育に関する指針」を抜本的に見直し、

すべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める

意見書 
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日程第 20 意見書案第８号 「森林環境税」の創設に関する意見書 

日程第 21 意見書案第９号 軽油引取税の課税免除特例措置の継続を求める意見書 

日程第 22  議員派遣の件 

日程第 23  閉会中の継続調査・所管事務調査申出 

追加日程第１ 議案第 12号 平成 29年度占冠村一般会計補正予算（第５号） 

追加日程第２ 同意案第４号 占冠村副村長の選任につき同意を求めることについて 

 

○出席議員（７人） 

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 工 藤 國 忠 君 

      ３番 大 谷 元 江 君       ４番 長谷川 耿 聰 君 

５番 山 本 敬 介 君       ６番 五十嵐 正 雄 君 

      ７番 佐 野 一 紀 君 

 

○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  会 計 管 理 者 平 岡   卓 

総 務 課 長 多 田 淳 史  企 画 商 工 課 長 松 永 英 敬 

地 域 振 興 対 策 室 長 野 村 直 広  保 健 福 祉 課 長 伊 藤 俊 幸 

産 業 建 設 課 長 小 林 昌 弘  林 業 振 興 室 長 今 野 良 彦 

ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦  総 務 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 

職 員 厚 生 担 当 主 幹 細 川 明 美  財 務 担 当 係 長 野 原 大 樹 

税 務 担 当 主 幹 佐久間   敦  企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛 

国 保 医 療 担 当 主 幹 上 島 早 苗  社 会 福 祉 担 当 主 幹 高 桑   浩 

介 護 担 当 主 幹 木 村 恭 美  村 立 診 療 所 主 幹 合 田   幸 

農 業 担 当 係 長 杉 岡 裕 二  環 境 衛 生 担 当 主 幹 石 坂 勝 美 

林 業 振 興 室 主 幹 鈴 木 智 宏    

（教育委員会）     

教 育 長 藤 本   武  教 育 次 長 岡 崎 至 可 

学 校 教 育 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広  社 会 教 育 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕 

（農業委員会）     

事 務 局 長 小 林 昌 弘    

（選挙管理委員会）     

書 記 長 多 田 淳 史    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 山 本 敬 介 



 

 

34 / 55 

事 務 局 長 小 尾 雅 彦    

 

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 小 尾 雅 彦  主 事 久 保 璃 華 
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開会 午前10時00分 

 

◎開議宣言 

○議長（相川繁治君） ただいまの出席議員

は７人です。定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 議案第１号 

○議長（相川繁治君） 日程第１、議案第１

号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第１号、北海道市町村職員退

職手当組合規約の変更についての件を採決し

ます。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第２ 議案第２号 

○議長（相川繁治君） 日程第２、議案第２

号、北海道市町村総合事務組合規約の変更つ

いての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

これから議案第２号、北海道市町村総合事

務組合規約の変更についての件を採決します。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第３ 議案第３号 

○議長（相川繁治君） 日程第３、議案第３

号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更についての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから、議案第３号、北海道町村議会議

員公務災害補償等組合規約の変更についての
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件を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３号は原案のとおり可

決しました。 

 

◎日程第４ 議案第４号 

○議長（相川繁治君） 日程第４、議案第４

号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定についての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第４号、辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の策定についての件を採

決します。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第５ 議案第５号 

○議長（相川繁治君） 日程第５、議案第５

号、占冠村介護保険法に基づき地域包括支援

センターの設置者が遵守すべき基準に関する

条例の一部を改正する条例を制定することに

ついての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

６番、五十嵐正雄君。 

○６番（五十嵐正雄君） この法律が改正さ

れるということで、このことによってうちの

村の地域包括支援センターの設置がどのよう

に変わってくるのか、そのへんについて読め

ば読むほどよく分からない話なのでそのへん

についてこうなりますと、このことによって

うちの村の包括支援センターの動きはこうな

るというようなことの説明をお願いいたしま

す。 

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 五十嵐議員

のご質問にお答えいたします。この法律の改

正についてでありますけれども、主任介護支

援専門員についての定義の改正がされたとい

うことで、実質的には研修を受けなければな

らない期間を５年ということで定められてい

るんですけれども、その有効期限が確実に確

保されたという話でありまして、定義が変わ

ったということでありまして、うちの地域包

括支援センターの体制にはなんら影響がない

ということであります。 

 うちの村の条例の中では地域包括支援セン

ターに置くべき職員及びその員数については

保健師、社会福祉士、又は主任介護支援専門

員のうちから１名又は２名とするということ

でありまして、うちの村においては、保健師

２名、兼務職を含めて配置をしております。

体制的にはなんら変わらないということであ

ります。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

これから、議案第５号、占冠村介護保険法

に基づき地域包括支援センターの設置者が遵

守すべき基準に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについての件を採決しま

す。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第５号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第６ 議案第６号 

○議長（相川繁治君） 日程第６、議案第６

号、平成29年度占冠村一般会計補正予算、第

４号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質問者はページ

数を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に

簡潔に発言してください。質疑はありません

か。 

 ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 内容について何点か

お伺いしていきたいと思います。まずは24ペ

ージ、20款、５項、雑入の学校林処分収入の

47万円の内容についてお伺いしたいと思いま

す。 

 続きまして25ページ、歳出、２款、１項、

11目、諸費の中の13節、委託料、避難路標識

製作設置委託料の12万円の内容についてお伺

いします。 

同じく全国瞬時警報システム（J-ALERT）

の整備事業の補修業務ですけれども、今般北

朝鮮のミサイルの関係で何回かこの運用があ

ったと思うんですが、村における運用状況に

ついて確認をさせてください。 

続きましてその下の15節、工事請負費の中

の中央地区避難路補修工事216万円あります。

この内容についてお伺いいたします。 

続きまして26ページ、４款、衛生費の中の

環境衛生費、11節、需用費の修繕料、この内

容についてお伺いいたします。 

続きまして２項、清掃費、清掃総務費の修

繕料、これについても内容をお伺いいたしま

す。 

続きまして同じページで農業構造改善事業

費の11節、需用費、修繕料、これについても

同じくお伺いいたします。 

続きまして27ページ、10款、教育費の中の

小学校費、学校管理費の11節、需用費、修繕

料70万円について、これも内容についてお伺

いいたします。 

この並びで原材料費、トマム学校油漏れ処

理原材料８万６千円となっています。この油

漏れについて改修状況、この修繕でどのよう

な、終わりなのかどうか、そのあたりの状況

についてもお伺いしたいと思います。以上で

す。 

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。 

○総務課長（多田淳史君） 山本議員のご質

問にお答えいたします。まず、歳出の11目、

諸費の委託料の関係になりますが、避難路標

識製作委託料につきましては今回設置させて

いただきました避難路の標識についてご要望

がございましたので、避難路の入り口、整骨

院の横あたりになりますが、村の敷地内に設

置をしていきたいというふうに思っておりま
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す。 

 それからJ-ALERTの保守業務に関連しまし

て運用状況なんですけれども、今回２回ほど

J-ALERTが北朝鮮のミサイルの発射で発動し

ております。１回目についてはJ-ALERTの受

信のほうはうまくできていたんですが、そこ

から職員等に配信するメール配信なんですけ

れども、こちらに不具合がありまして、その

日のうちに原因を調査しまして解消している

ところです。それから２回目のミサイル発射

のJ-ALERT、こちらのほうも受信しておりま

して、その時には職員へのメール配信もうま

くいっております。今後この状況を受けまし

て、これから村民の皆さんへも配信できるよ

うな環境をつくるということで今、検討作業

をしていただいているところです。 

 続きまして、避難路の補修工事の関係です

けれども、こちらにつきましては避難訓練等

で住民の皆さんからご要望がございまして、

手すりの設置を考えております。具体的にど

のような方法になるかは避難路の中央あたり

に手すりを設けるのか、両サイドに設けてい

くのかということで、現在ある手すりが使い

づらいというご要望がありましたのでそのへ

んを改善していくということで計上させてい

ただいております。以上です。 

○議長（相川繁治君） 産業建設課長、小林

昌弘君。 

○産業建設課長（小林昌弘君） 山本議員の

ご質問にお答えいたします。26ページ、４款、

衛生費、１項、保健衛生費、３目、環境衛生

費、需用費の修繕料でございます。こちらに

つきましては占冠墓地の排水トラフの取替修

繕ということで14万１千円の計上をさせてい

ただいております。 

 その下の４款、衛生費、２項、清掃費、１

目、清掃総務費、需用費の修繕料、こちらに

つきましては川添公衆トイレの小便器の取替

え、２台の取替えで16万２千円を計上させて

いただいております。 

 その下の６款、農林業費、１項、農業費、

４目、農業構造改善事業費の需用費、修繕料

ですけれども、こちらにつきましては当初予

算においてニニウキャンプ場のトイレの修繕

ということで和式トイレから洋式化するとい

うことで予算化しておりましたけれども、ト

イレブースの設置費用が不足しているという

ことで今回34万円を計上させていただいてお

ります。以上でございます。 

○議長（相川繁治君） 教育次長、岡崎至可

君。 

○教育次長（岡崎至可君） 山本議員の質問

にお答えします。24ページをお願いいたしま

す。20款、５項、雑入の学校林処分収入の内

容でございます。この件に関しましては、占

冠中学校の学校林ということでスキー場の裏

の国有林になります。場所的には1257林班イ

というところでございまして、面積に関して

は2.4ヘクタール。今回処分する木に関して

は約1300本の売払いということになっており

まして、公売後の約８割が村の収入となって

おります。 

 それと27ページお願いいたします。10款、

２項、学校管理費の需用費に関しては、これ

に関しましてはトマム灯油漏れ修繕というこ

とで、土の処理の修繕ということになってお

ります。原材料費に関しましては暗渠・桝等

購入する予定でございます。この灯油漏れの

処理に関しては、今回の修繕、それと手数料

も灯油関係なんですけれどもこれが去年掘り

起こした際に大型土嚢、それとコンクリート

も一部壊してますのでその手数料も灯油漏れ

の状況となっております。重機借上料に関し

ては土を運ぶとか、桝を運ぶとかそういう借
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上げになっておりまして、今回の処理につい

てこれで全部完了するという予定でございま

す。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） １点再質問させてい

ただきますが、占冠中学校の学校林の関係な

んですけれども、学校林自体が切る適期にな

ったので伐採したということなのか、それと

も今年70周年ということでそれと絡みがある

のかどうか。この後また学校林自体植林等を

していくのかどうか、そのあたりのことをお

聞きしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 教育長、藤本武君。 

○教育長（藤本武君） ただいまの質問にお

答えさせていただきます。木を今回伐採する

ということですけれども、一つには70周年と

いうこともございましたけれども、現地の木

をいろいろうちの林務サイドに見てもらった

んですけれども既に伐期を迎えているという

ことで、基本的には木の価値というのは当初

予定していたよりは見込めないという量にな

っていると。 

それともう一つがこの学校林に指定した理

由といたしましては、当時昭和30年代だった

んですけれども将来学校林の指定をすること

によってその木を伐採して校舎の建て替えと

いうようなことも想定してございましたけれ

ども、現在そういったことがないということ

も含めて今回70周年を機に伐採をして契約を

して、契約どおり２対８の割分でということ

で予算的にはちょっと終わってないので金額

は分かりませんけれども、47万円ということ

でさせていただきました。 

 今後の見込みなんですけれども、学校林の

指定については、現在にところはしていこう

ということは考えてございません。しかしな

がら故郷、郷土占冠村は94パーセントが森林

ということを含めた中で子どもたちの自然体

験学習の中で、森林を含めたそういった学習

は続けていこうというふうに考えてございま

す。以上です。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。 

 ３番、大谷元江君。 

○３番（大谷元江君） ２点ほど質問させて

いただきます。25ページ、歳出の総務管理費、

５目、総合センター管理費の13節、委託料、

総合センターボイラー委託料なんですが、当

初の契約はいくらで、なぜ増額になったのか

理由をお聞かせください。 

 もう１点、28ページ、10款、５項、保健体

育費、１目、保健体育総務費の中の賃金、ス

キー場管理賃金197万８千円増と、その下の

13節、委託料230万円ほど減っているという

ことでその理由を説明お願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 教育次長、岡崎至可

君。 

○教育次長（岡崎至可君） 大谷議員の質問

にお答えいたします。28ページをお願いいた

します。10款、５項、１目、保健体育総務費、

賃金と委託料の関係でございます。これに関

しましては、当初予定していた委託業者が運

営できないということになりまして急遽直営

で行うということになりましたので区分を委

託料から賃金に入れ替えするといった内容で

ございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。 

○総務課長（多田淳史君） お答えいたしま

す。25ページの総合センター管理費になりま

す。ボイラー委託料なんですけれども、こち

ら当初予算で223万１千円の予算を計上して

おりまして、今回冬期のボイラー運転の関係

でボイラーの運転時間を延長することになり
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ました。前後30分ずつ動かす、延長すること

にしたんですけれども、それに伴う人件費の

増加ということでこちらの額を計上させてい

ただいております。以上です。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。 

 ４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） 23ページの地方交

付税、これが今回8230万９千円増額になった。

これに伴って24ページの財調と減債基金の減

額が増えたと。どういうわけで8230万増えた

のか。それから今後の見通しについてお伺い

いたします。 

○議長（相川繁治君） 総務課長、多田淳史

君。 

○総務課長（多田淳史君） お答えいたしま

す。今回交付税、普通交付税ですけれども

8200万円収入しております。これにつきまし

ては今回、交付税額が確定いたしまして１回

目に納入されているものでございます。 

今後の交付税の見通しですけれども、前年

度と比較しましても予算上では５千万ほど減

額で計上させていただいておりまして、実際

の確定額につきましてもほぼそれに近いよう

な形で減額されていくということが今年度に

ついては決定しております。次年度以降もこ

れが劇的に増えるというようなことはないと

いうふうに見込んでおりまして、今後も横ば

い、もしくは減少傾向にあるというふうに思

っております。以上です。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第６号、平成28年度占冠村一

般会計補正予算、第４号の件を採決します。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第６号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第７ 議案第７号 

○議長（相川繁治君） 日程第７、議案第７

号、平成29年度占冠村国民健康保険事業特別

会計補正予算、第２号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質問者はページ

数を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に

簡潔に発言してください。質疑はありません

か。 

 ４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） 33ページ、高額医

療費共同事業医療費拠出金ですけれども、

270万円増えているんですけれども、この理

由と今後の推移をお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 高額医療費

共同事業医療費拠出金につきましては、通知

額でありまして、これにつきましては医療費

の動向によって変更になるものでありまして、

今後の医療費の動向によって変更になってく

るものでありますので今後の見通しにつきま

しては何とも言えない状況ではあります。 

○４番（長谷川耿聰君） （自席で）最後の

言い方が分からなかったのでもう一度説明し

てください。 
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○議長（相川繁治君） このままの状態で暫

時休憩します。 

○議長（相川繁治君） 引き続き10時40分ま

で休憩とします。 

休憩 午前10時28分 

再開 午前10時40分 

○議長（相川繁治君） 休憩を廃して休憩前

に引き続き会議を開きます。 

保健福祉課長、伊藤俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 申し訳ござ

いません。高額医療費共同事業医療費拠出金

につきましては、拠出金については定額であ

りまして当初予算の計上による予算不足とい

うことで今回増額補正をさせてもらっていま

す。この高額医療共同事業拠出金につきまし

ては保険料の平準化を図るための事業であり

まして、それぞれの保険者が拠出金を拠出し

て例えば高額医療費でありましたら高額医療

費の多いところに負担、支出されるといった

事業でありまして、これにつきましては高額

医療費の動向に変わってくるものであります。

以上です。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。 

 ３番、大谷元江君。 

○３番（大谷元江君） 同じ33ページの２項、

保健事業費、１目、保健事業費の18節、備品

購入費ですが、健康教室啓発器具購入費12万

円増になっております。誰を対象にして何を

買うのか、説明をお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 大谷議員の

質問にお答えいたします。これにつきまして

は国保の被保険者の健康教室の開催をしてい

くにあたってフードモデル、食べ物のモデル

を購入いたします。 

○議長（相川繁治君） ３番、大谷元江君。 

○３番（大谷元江君） それは器具というも

のなのでしょうか。体を使って行うものを器

具というふうに認識していたんですが。 

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 食べ物の模

型です。サンプルというか、例えばナスなら

ナスの模型です。 

○議長（相川繁治君） ３番、大谷元江君。 

○３番（大谷元江君） それは説明の時に使

うものですか。教室の時に使う、要は講師が

使うものとして認識してよろしいのでしょう

か。 

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 健康教室に

ついては保健師が保健指導のために使うもの

であります。あとフードモデルの他に血管模

型動脈型モデルというのも購入する予定であ

ります。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。 

      （「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第７号、平成29年度占冠村国

民健康保険事業特別会計補正予算、第２号の

件を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号は原案のとおり可

決しました。 

 

◎日程第８ 議案第８号 

○議長（相川繁治君） 日程第８、議案第８

号、平成29年度村立診療所特別会計補正予算、

第１号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質問者はページ

数を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に

簡潔に発言してください。質疑はありません

か。 

 ４番、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） 38ページの一般管

理費の23節、償還金利子及び割引料の道補助

金返還金30万７千円について説明をお願いい

たします。 

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 長谷川議員

の質問にお答えいたします。道補助金の返還

金につきましては平成28年度へき地診療所運

営費補助金の返還金であります。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終わります。 

 これから議案第８号、平成29年度村立診療

所特別会計補正予算、第１号の件を採決しま

す。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第９ 議案第９号 

○議長（相川繁治君） 日程第９、議案第９

号、平成29年度占冠村簡易水道事業特別会計

補正予算、第２号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質問者はページ

数を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に

簡潔に発言してください。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終わります。 

 これから議案第９号、平成29年度占冠村簡

易水道事業特別会計補正予算、第２号の件を

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第10 議案第10号 

○議長（相川繁治君） 日程第10、議案第10

号、平成29年度占冠村介護保険特別会計補正

予算、第２号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質問者はページ
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数を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に

簡潔に発言してください。質疑はありません

か。 

３番、大谷元江君。 

○３番（大谷元江君） 48ページ、３款、１

項、地域支援事業費、１目、介護予防・生活

支援サービス事業費の13節、委託料、総合事

業委託料26万円増になっておりますが、これ

はどこに委託してどうして増えたのか説明願

います。 

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 大谷議員の

ご質問にお答えいたします。総合事業につき

ましては平成29年度から実施しておりまして、

これは社会福祉協議会に委託しているもので

あります。今回の26万円の増につきましては

訪問サービス事業において利用者の増により

まして賃金および燃料費の増が見込まれるこ

とから計上するものであります。以上です。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。 

      （「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第10号、平成29年度占冠村介

護保険特別会計補正予算、第２号の件を採決

します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第10号は原案のとおり可

決しました。 

 

◎日程第11 議案第11号 

○議長（相川繁治君） 日程第11、議案第11

号、平成29年度占冠村歯科診療所特別会計補

正予算、第１号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質問者はページ

数を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に

簡潔に発言してください。質疑はありません

か。 

７番、佐野一紀君。 

○７番（佐野一紀君） 52ページ、歳出の１

款、１目、一般管理費の需用費、診療室エア

コン修繕料の50万円増となっておりますが、

修繕料で50万円、新しいものとか修繕なしで

買い替えるとなればどのくらいかかるのかお

伺いいたします。 

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 佐野議員の

ご質問にお答えいたします。診療室エアコン

修繕料につきましては、エアコン２台分の取

替修繕ということで計上させていただいてお

ります。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、佐野一紀君。 

○７番（佐野一紀君） ２台分ということは

１台ずつ交互に、年数経てば劣化してくるわ

けですから修繕したり、もしくは買い替えた

りするということですか。 

○議長（相川繁治君） 保健福祉課長、伊藤

俊幸君。 

○保健福祉課長（伊藤俊幸君） 現在２台設

置しておりまして、２台を取替えするという

ことであります。 

○議長（相川繁治君） 他に質疑はありませ

んか。 
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      （「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第11号、平成29年度占冠村歯

科診療所特別会計補正予算、第１号の件を採

決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第11号は原案のとおり可

決しました。 

 

◎日程第12 認定第１号 

○議長（相川繁治君） 日程第12、認定第１

号、平成28年度占冠村一般会計及び各特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。 

総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書

53ページをお開きください。認定第１号、平

成28年度占冠村一般会計及び各特別会計歳入

歳出決算認定について。平成28年度占冠村一

般会計及び各特別会計歳入歳出決算は、併せ

て提出した証拠書類とともに監査委員におい

て審査の結果、経理は収支とも適正であるこ

とを認める旨の意見報告がありましたのでそ

の意見を付して議会の認定を求めるものでご

ざいます。 

 記以下の内容についてご説明いたします。

１、平成28年度占冠村歳入歳出決算書、別冊

となってございます。決算書１ページ総括表

から155ページ歯科診療所事業特別会計まで

となってございます。下記に記載の（１）一

般会計と（２）から（８）までの７特別会計

がございます。 

２、平成28年度占冠村歳入歳出決算に関す

る説明資料につきましても同じく別冊となっ

てございます。（１）歳入歳出事項別明細書

は、一般会計は９ページから、各特別会計に

ついても77ページから国民健康保険事業特別

会計となっており、以降同様に記載されてお

ります。 

（２）実質収支に関する調書は、一般会計

は72ページ、各特別会計につきましても96ペ

ージに国民健康保険事業特別会計となってお

り、以降各特別会計の最後のページに同様に

記載されております。なお、一般会計におき

ましては、繰越明許費、繰越額が計上されて

おります。 

（３）財産に関する調書、（４）基金等運

用状況調書は別綴りで１冊になってございま

す。（５）主要な施策の成果を説明する書類

についても別冊となっております。 

３、監査委員の意見書については平成29年

９月８日付けの文書の写しを別冊で配布して

おります。 

 それでは決算書の内容をご説明いたします。

決算書１ページの総括表をお開きください。 

 決算額で申し上げます。一般会計、歳入27

億2134万9839円、歳出26億5775万4392円、歳

入歳出差引金額6359万5447円。国保会計、歳

入１億7857万2595円、歳出１億7576万2477円、

歳入歳出差引金額281万118円。診療所会計、

歳入8155万759円、歳出7828万681円、歳入歳

出差引金額327万78円。簡易水道会計、歳入

１億8409万6460円、歳出１億8228万3389円、

歳入歳出差引金額181万3071円。下水道会計、

歳入9815万7249円、歳出9552万5952円、歳入
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歳出差引金額263万1297円。介護会計、歳入

9602万3116円、歳出9055万5395円、歳入歳出

差引金額546万7721円。後期高齢者医療会計、

歳入1697万1792円、歳出1645万1299円、歳入

歳出差引金額52万493円。歯科診療所会計、

歳入2160万6954円、歳出1980万1707円、歳入

歳出差引金額180万5247円。総合計、歳入33

億9832万8764円、歳出33億1641万5292円、歳

入歳出差引金額8191万3472円でございます。 

 以上、簡単ですけれども決算認定に関する

説明を終わらせていただきます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） お諮りします。ただ

今議題となっております平成28年度占冠村一

般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件は、議長並びに議会選出監査委員の

山本敬介君を除く５人の委員をもって構成す

る決算特別委員会を設置し、地方自治法第98

条第１項の検査権を付与してこれに付託のう

え、閉会中の継続審査とすることにしたいと

思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号、平成28年度占冠

村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、５人の委員をもって構成す

る決算特別委員会を設置し、地方自治法第98

条第１項の検査権を付与してこれに付託のう

え、閉会中の継続審査とすることに決定いた

しました。 

 しばらく休憩します。 

休憩中に決算特別委員会の委員長、副委員

長の互選を行ってください。 

休憩 午前11時02分 

再開 午前11時06分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引続き会議

を開きます。 

 この際、諸般の報告を行います。休憩中の

決算特別委員会において委員長及び副委員長

の互選が行われ、その結果の報告が届きまし

たので報告します。 

委員長に五十嵐正雄君、副委員長に佐野一

紀君、以上のとおり互選された旨の報告があ

りました。 

 

◎日程第13 諮問第１号 

○議長（相川繁治君） 日程第13、諮問第１

号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を

求めることについての件を議題とします。提

案理由の説明を求めます。 

村長。 

○村長（田中正治君） 議案書の55ページに

なります。諮問第１号、人権擁護委員候補者

の推薦につき意見を求めることについてご説

明申し上げます。本件は人権擁護委員であり

ます山下由美子氏が平成29年12月31日をもっ

て任期満了となりますことから引き続き同氏

を人権用議員候補者として推薦いたしたく人

権擁護委員法第６条第３項の規定により議会

の意見を求めるものでございます。なお、同

氏の経歴につきましては次ページのとおりで

ございます。以上、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（相川繁治君） これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

 お諮りします。ただ今議題となっておりま

す諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦に

つき意見をを求めることについての件は、適

任と認めることにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって諮問第１号、人権擁護委員候補

者の推薦につき意見を求めることについての

件は適任と認めることに決定しました。 

 

◎日程第14 同意案第１号 

○議長（相川繁治君） 日程第14、同意案第

１号、固定資産評価審査委員会委員の選任に

つき同意を求めることについての件を議題に

します。提案理由の説明を求めます。 

村長。 

○村長（田中正治君） 議案書57ページをお

願いいたします。同意案第１号、固定資産評

価審査委員会委員の選任につき同意を求める

ことについてご説明申し上げます。本件は固

定資産評価審査委員であります久我正志氏が

平成29年９月30日をもって任期満了となりま

すことから引き続き同氏を委員に選任いたし

たく地方税法第423条第３項の規定により議

会の同意を求めるものでございます。なお、

同氏の経歴につきましては次ページのとおり

であります。以上、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（相川繁治君） これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

 お諮りします。同意案第１号、固定資産評

価審査委員会委員の選任につき同意を求める

ことについての件は、これに同意することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって同意案第１号、固定資産評価審

査委員会委員の選任につき同意を求めること

についての件はこれに同意することに決定し

ました。 

 

◎日程第15 同意案第２号 

○議長（相川繁治君） 日程第15、同意案第

２号、占冠村教育委員会委員の任命につき同

意を求めることについての件を議題にします。

提案理由の説明を求めます。 

村長。 

○村長（田中正治君） 議案書の59ページに

なります。同意案第２号、占冠村教育委員会

委員の任命につき同意を求めることについて

ご説明申し上げます。本件は占冠村教育委員

会委員であります藤田重之氏が平成29年９月

30日をもって任期満了になりますことから引

き続き同氏を委員に任命したいので地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４条第２

項の規定により議会の同意を求めるものでご

ざいます。なお、同氏の経歴につきましては

次ページのとおりであります。以上、よろし

くお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

 お諮りします。同意案第２号、占冠村教育

委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついての件は、これに同意することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって同意案第２号、占冠村教育委員

会委員の任命につき同意を求めることについ

ての件はこれに同意することに決定しました。 
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◎日程第16 同意案第３号 

○議長（相川繁治君） 日程第16、同意案第

３号、占冠村教育委員会委員の任命につき同

意を求めることについての件を議題にします。

提案理由の説明を求めます。 

村長。 

○村長（田中正治君） 議案書61ページにな

ります。同意案第３号、占冠村教育委員会委

員の任命につき同意を求めることについてご

説明申し上げます。本件は占冠村教育委員会

委員であります森田智恵子氏が平成29年９月

30日をもって任期満了になりますことから引

き続き同氏を委員に任命いたしたいので地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第２項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。なお、同氏の経歴につきまし

ては次ページのとおりであります。以上、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

 お諮りします。同意案第３号、占冠村教育

委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついての件は、これに同意することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって同意案第３号、占冠村教育委員

会委員の任命につき同意を求めることについ

ての件はこれに同意することに決定しました。 

 

◎日程第17 意見書案第５号から日程第21 

意見書案第９号 

○議長（相川繁治君） 日程第17、意見書案

第５号、適正な地方財政計画の策定を求める

意見書の件から日程第21、意見書案第９号、

軽油引取税の課税免除特例措置の継続を求め

る意見書までの件５件を一括議題にします。

提案内容の説明を求めます。 

意見書案第５号については佐野一紀君。 

○７番（佐野一紀君） 意見書案第５号、適

正な地方財政計画の策定を求める意見書。こ

のことについて別紙のとおり意見書を提出し

ます。平成29年９月28日提出、提出者、占冠

村議会議員、佐野一紀、賛成者、同じく、山

本敬介、賛成者、同じく、工藤國忠。読み上

げて意見書を提案させていただきます。 

適正な地方財政計画の策定を求める意見書。

財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会

は５月29日、『「経済・財政再生計画」の着実

な実施に向けた建議』を取りまとめ、地方自

治体における基金残高が2015年度決算で21兆

円の規模になっており、10年前と比較し7.9

兆円増加していることなどを理由に、基金残

高を地方財政計画へ反映するよう求めました。

こうした地方の基金残高をめぐっては、内閣

総理大臣を議長とする経済財政諮問会議でも

同様の議論がされ、６月９日に閣議決定され

た「経済財政運営と改革の基本方針2017」で

は、「地方公共団体の基金について、総務省

は、各地方公共団体における状況を調査し、

団体による積立金の現在高や増加幅の程度の

差異を含め、その増加の背景・要因を把握・

分析する」とされました。 

地方自治体では、この間、厳しい財政事情

を抱えながら、国を上回る行財政改革を実施

するなかで、子育て支援策の充実と保育人材

の確保、高齢化の進行に応じた医療・介護体

制の構築、地域交通の維持などへ財源を捻出

してきています。加えて、今後は地方版創生
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総合戦略の実行、老朽化する公共施設等の適

正な管理・維持などにも取り組む必要があり

ますし、不慮の自然災害などによる歳出増、

不況時の歳入減などにも対応が求められてい

ます。 

地方財政法では健全な財政運営のため年度

間調整を要請していますが、財源調達に限り

がある地方自治体において各種の基金を活用

するのは必然ですし、基金は将来の行政需要

に対して各自治体における不断の行財政改革

による努力によって積み上げられたものであ

ることを理解すべきです。地方の基金残高が

増加していることをもって、これを地方財政

計画に反映することは地方を疲弊させるもの

であり、認められません。 

つきましては、2018 年度の政府予算と地方

財政の検討にあたり、政府に以下の事項の実

現を求めます。 

記、１、地方自治体の基金は、2004 年度の

地方交付税・臨時財政対策債の一般財源の大

幅削減による自治体財政危機、自治体にかか

わる国の突然な政策変更、リーマンショック

などの経済環境変動下でも、災害の復旧・復

興や住民の福祉向上のために必要な事業に対

応できるよう、財政支出の削減等に努めなが

ら積み立てたものであり、これを地方財政計

画へ反映しないこと。 

裏面をお願いします。以上、地方自治法第

99 条の規定により意見書を提出する。平成

29 年９月 28 日、北海道勇払郡占冠村議会議

長、相川繁治。意見書提出先は内閣総理大臣、

総務大臣、財務大臣と記載のとおりでありま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（相川繁治君） 意見書案第６号につ

いては、大谷元江君。 

○３番（大谷元江君） 意見書案第６号、教

職員の長時間労働是正を求める意見書。この

ことについて別紙のとおり意見書を提出しま

す。平成29年９月28日提出。提出者、占冠村

議会議員、大谷元江。賛成者、同、五十嵐正

雄。賛成者、同、長谷川耿聰。 

教職員の長時間労働是正を求める意見書。

「公立小中学校教員の勤務実態調査」結果に

おいて、厚労省が過労死の労災認定の目安と

している月80時間超の残業に相当する教員が、

小学校33.5％、中学校57.6％に達することが

明らかになりました。また、連合総研の調査

においても、小学校72.9％、中学校86.9％の

教員が「過労死レベル」となる超勤を行って

いる過酷な勤務実態が明らかになりました。

文科省は、「学校が教員の長時間勤務に支え

られている状況には限界がある」として、中

央教育審議会に改善策の検討を諮問し、中教

審等での議論が開始されました。 

長時間労働が社会問題化し「働き方改革」

が求められている中で、教職員についても、

実効性ある超過勤務削減策が急務となってい

ます。以上のことから、次の事項について意

見します。 

記、１、教職員の長時間労働是正に向け、

「給特法」の改廃を含め、抜本的な法整備を

行うよう国に働きかけること。 

裏面をお願いします。２、当面、現行「給

特法・条例」下においては、道教委「修学旅

行の引率業務に従事する道立学校職員の勤務

時間の割振り等に関する要領」における対象

業務の拡大や運用の改善など、実効ある超勤

解消策を早急に講ずるとともに、長期休業期

間中の校外研修の保障など、教職員の勤務条

件・教育条件の改善を図ること。 

３、部活動を社会教育に移行するよう国に

働きかけること。当面、部活動過熱化防止策

を全道すべての学校で徹底すること。 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意
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見書を提出いたします。平成 29 年９月 28 日、

北海道勇払郡占冠村議会議長、相川繁治。意

見書提出先、北海道知事、北海道教育委員会

教育長、北海道議会議長。以上となっており

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（相川繁治君） 意見書案第７号につ

いては、五十嵐正雄君。 

○６番（五十嵐正雄君） 意見書案第７号、

道教委「新たな高校教育に関する指針」を抜

本的に見直し、全ての子どもにゆたかな学び

を保障する高校教育を求める意見書。このこ

とについて別紙のとおり意見書を提出します。

平成 29 年９月 28 日提出。提出者、占冠村議

会議員、五十嵐正雄。賛成者、同じく、大谷

元江。賛成者、同じく、山本敬介。 

道教委は、「新たな高校教育に関する指針

（2006 年）」に基づき、毎年度「公立高等学

校配置計画」を決定し、「望ましい学校規

模」を「40 人学級で４～８学級」として、高

等学校の募集停止や再編・統合を行ってきま

した。これによって、2007 年からの 10 年間

で、道内の公立高校は統廃合により 42 校減

少し、公立高校のない市町村は 50 と増加し

ました。2018～20 年度の「公立高等学校配置

計画案」でも再編・統合により 40 校 42 学級

と大規模な削減になっています。 

広大な北海道の実情にそぐわない「新たな

高校教育に関する指針」を抜本的に見直し、

中学卒業者数の減少期だからこそ、学級定数

の見直しを行うなど、地域に高校を存続させ、

希望するすべての子どもにゆたかな後期中等

教育を保障していくべきです。そのためには、

地域の意見・要望を十分反映させ、地域の経

済・産業・文化の活性化を展望した新たな

「高校配置計画」「高校教育制度」を創り出

していくことが必要です。以上の趣旨にもと

づき、次の事項について意見します。 

 記、１、道教委が 2006 年に策定した「新

たな高校教育に関する指針」は、地域の教育

や文化だけでなく、経済や産業など地域の衰

退につながることから、現在検討している

「新しい指針」については、これまでの「指

針」による「序列化」「高校間格差」「地域間

格差」などの問題点を抜本的に見直したもの

とすること。 

２、高校の学級定員を引き下げること。当

面、地域の高校や定時制高校を先行的に 30

人以下学級とすること。 

３、教育の機会均等と子どもの学習権を保

障するため、「遠距離通学費等補助制度」の

５年間の年限を撤廃するとともに、以前より

高校が存在しない町村から高校へ通学する子

どもたちも制度の対象とすること。 

４、地域の高校を存続させるため「地域キ

ャンパス校」については、道教委が検討して

いる「２年連続 20 人を下回った場合は統廃

合する」とする「基準の改悪」をしないこと。

また、しょうがいのある・なしにかかわらず、

希望するすべての子どもが地元の高校へ通う

ことのできる後期中等教育を保障するため、

「地域合同総合高校」の設置など、ゆたかな

高校教育を実現するため検討をすすめること。 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出する。平成 29 年９月 28 日、北海

道勇払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見書

提出先、北海道知事、北海道教育委員会教育

長、北海道議会議長。以上です。審議のほう

よろしくお願いします。 

○議長（相川繁治君） 意見書案第８号につ

いては、長谷川耿聰君。 

○４番（長谷川耿聰君） 意見書案第８号、

「森林環境税」の創設に関する意見書。この

ことについて別紙のとおり意見書を提出しま
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す。平成29年９月28日提出。提出者、占冠村

議会議員、長谷川耿聰。賛成者、同じく、佐

野一紀。同じく、賛成者、工藤國忠。 

「森林環境税」の創設に関する意見書。か

いつまんで申し上げたいと思います。我が国

の地球温暖化対策については、森林整備が不

可欠であります。森林整備には多額な財源が

必要であり、この森林整備に必要な財源を確

保するために森林環境税の創設を求めるもの

であります。 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出します。平成 29 年９月 28 日、北

海道勇払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見

書提出先は記載のとおりでございます。よろ

しくご審議お願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 意見書案第９号につ

いては、山本敬介君。 

○５番（山本敬介君） 意見書案第９号、軽

油引取税の課税免除特例措置の継続を求める

意見書。このことについて別紙のとおり意見

書を提出します。平成29年９月28日提出。提

出者、占冠村議会議員、山本敬介。賛成者、

同じく、五十嵐正雄。賛成者、同じく、工藤

國忠。要約してご説明して提出いたします。 

軽油引取税の課税免除特例措置の継続を求

める意見書。軽油引取税は、平成21年度の地

方税法の改正で課税免除措置が廃止される予

定でしたけれども、索道事業者等からの強い

要望があり、３年間の延長措置が認められて

いました。しかし、平成30年３月末でその適

用期限を迎えることになります。 

 索道事業では、スキー場のゲレンデ整備に

使う圧雪車の燃料、降雪機の動力源として軽

油を使用しております。この免税措置がなく

なれば、北海道の観光及び経済にも大きな打

撃を与えることが危惧されています。 

 よって、国においては、この索道事業者、

並びに農林水産事業者、鉱物採掘業者等の経

営が圧迫され、地域経済を支えている産業の

衰退を招くことがないように、軽油引取税の

課税免除措置を継続するよう強く要望いたし

ます。 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意

見書を提出します。平成 29 年９月 28 日、北

海道勇払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見

書提出先は記載のとおりであります。以上、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

討論を省略します。 

これから意見書案第５号、適正な地方財政

計画の策定を求める意見書の件を採決します。 

お諮りします。 

本件は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

これから意見書案第６号、教職員の長時間

労働是正を求める意見書の件を採決します。 

お諮りします。 

本件は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

これから意見書案第７号、道教委「新たな

高校教育に関する指針」を抜本的に見直し、

すべての子どもにゆたかな学びを保障する高
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校教育を求める意見書の件を採決します。 

お諮りします。 

本件は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

これから意見書案第８号、「森林環境税」

の創設に関する意見書の件を採決します。 

お諮りします。 

本件は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

これから意見書案第９号、軽油引取税の課

税免除特例措置の継続を求める意見書の件を

採決します。 

お諮りします。 

本件は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎日程第22 議員派遣 

○議長（相川繁治君） 日程第22、議員派遣

の件を議題とします。 

お諮りします。 

議員派遣の件につきましては、お手元に配

布したとおりご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

よって議員派遣の件は、お手元に配布した

とおり決定しました。 

 

◎日程第23 閉会中の継続調査・所管事務調

査申出 

○議長（相川繁治君） 日程第23、閉会中の

継続調査・所管事務調査申出の件を議題とし

ます。議会運営委員長及び総務産業常任委員

長から会議規則第74条の規定によりお手元に

配布した申出書のとおり閉会中の継続調査・

所管事務調査の申出がありました。 

お諮りします。 

委員長から申出のとおり閉会中の継続調

査・所管事務調査とすることにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長から申出のとおり、閉

会中の継続調査・所管事務調査とすることに

決定しました。 

 しばらく休憩します。 

休憩 午前11時41分 

再開 午前11時49分 

 

◎追加日程の決定 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 お諮りします。ただ今村長から議案第12号、

平成29年度占冠村一般会計補正予算、第５号

についての件から同意案第４号、占冠村副村

長の選任につき同意を求めることについての

件がされました。これを日程に追加し、追加

日程第１から追加日程第２として議題にした

いと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第12号から同意案第４号

を日程に追加し、追加日程第１から追加日程
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第２として議題とすることに決定しました。 

 若干時間が早いんですが、ここで午後１時

まで休憩いたします。 

休憩 午前11時51分 

再開 午後１時00分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 

◎追加日程第１ 議案第12号 

○議長（相川繁治君） 追加日程第１、議案

第12号、平成29年度占冠村一般会計補正予算、

第５号についての件を議題とします。提案理

由の説明を求めます。 

 総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） 追加でお渡しし

ました議案の63ページをお開きください。議

案第12号、平成29年度占冠村一般会計補正予

算、第５号についてご説明申し上げます。平

成29年度占冠村一般会計補正予算、第５号は

10月22日に投開票が予定されています衆議院

議員選挙に関わる経費について補正予算を計

上するもので、歳入歳出それぞれ400万円を

追加し、歳入歳出の予算をそれぞれ25億8100

万円とするものでございます。以下、歳入か

らご説明申し上げます。 

 67ページをお願いいたします。14款、３項、

委託金において１目、総務費委託金は衆議院

議員選挙委託金で350万円の増額。 

19款、１項、繰越金において１目、繰越金

は前年度繰越金50万円の増額でございます。 

次に歳出についてご説明いたします。68ペ

ージをお願いいたします。２款、４項、選挙

費において６目、衆議院議員選挙費は投票管

理者等報酬で82万円の増額。職員手当等200

万円の増額。臨時雇上賃金等13万２千円の増

額、費用弁償及び普通旅費で２万３千円。選

挙関係消耗品、燃料費、投票所食糧費、入場

券印刷費等需用費で23万２千円。役務費７万

３千円。ポスター掲示場設置撤去委託料40万

円。ポスター掲示板リース料18万円。備品購

入費14万円の増額でございます。 

戻りまして64ページをお願いいたします。

補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入

歳出予算補正のとおりでございます。以上、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。 

 これから質疑を行います。質問者はページ

数を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に

簡潔に発言してください。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第12号、占冠村一般会計補正

予算、第５号についての件を採決します。本

案は原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第12号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎追加日程第２ 同意案第４号 

○議長（相川繁治君） 追加日程第２、同意

案第４号、占冠村副村長の選任につき同意を

求めることについての件を議題とします。 

 ここで企画商工課長、松永英敬君の退席を

求めます。 
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 提案理由の説明を求めます。 

村長。 

○村長（田中正治君） 議案書69ページにな

ります。同意案第４号、占冠村副村長の選任

につき同意を求めることについて。下記の者

を占冠村副村長に選任したいので地方自治法

第162条の規定により議会の同意を求める。

平成29年９月28日提出、占冠村長、田中正治。 

住所、占冠村字中央。氏名、松永英敬、昭

和42年８月５日生。松永氏の経歴については

裏面のとおりでございますが、松永氏は占冠

村に奉職以来、教育委員会を皮切りに住民課、

総務課、村立診療所、企画商工課、現在は企

画商工課長として力を発揮され、役場の仕事

全般に渡り熟知されております。今後想定さ

れるトマムリゾートとの協議や総合計画の策

定、様々な課題解決にあたっては的確に判断

し、迅速に対応できる人材であり、今定例会

で副村長として選任いたしたく議会の同意を

求めるものでございます。以上、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

 これから同意案第４号、占冠村副村長の選

任につき同意を求めることについての件を採

決します。この採決は起立によって行います。

本件はこれに同意することに賛成の方は起立

願います。 

（起立６人） 

○議長（相川繁治君） 起立多数です。 

 したがって同意案第４号、占冠村副村長の

選任につき同意を求めることについての件は

これに同意することに決定しました。 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後１時09分 

 

◎副村長就任挨拶 

○議長（相川繁治君） 松永副村長よりご挨

拶があります。 

○副村長（松永英敬君） ただいま副村長に

選任されました松永でございます。議員の皆

様には副村長の選任のご同意をいただき改め

てお礼を申し上げます。私事、平成２年に役

場に奉職し、現在に至るまでの27年６か月あ

まり村民の皆様にお力添えをいただきながら

行政の一員として仕事をしてまいりましたが、

この度副村長という大役を仰せつかり、その

重責に身の引き締まる思いでございます。 

 副村長の責務は村長を補佐し、職務を代理

する役割を担うと共に、事務を監督する責任

があり、これまで以上に自己研鑽と自助努力

が求められる立場にあると考えております。

前任の副村長を初め、諸先輩の皆様方から見

れば行政経験が十分ではありませんが、私自

身が職員と一緒になって考え、行動し、その

中で自分らしさを発揮し、その職務を果たし

てまいりたいと考えております。 

 田中村長が所信表明の中で申し上げた占冠

村が向かう方向を村民の皆様と共に考えてい

きたいとの姿勢は、まさにむらびと条例の基

本理念である村民主体の協働の村づくりの表

れであり、村民の皆様が村に愛着を持ち、住

み続けたいと思える村づくりに私も微力なが

ら全力で取り組む決意であります。最後にな

りますが、議員の皆様にはこれまでにも増し

てご助言、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお

願いを申し上げ、一言ご挨拶に代えさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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再開 午後１時12分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 

◎閉会の議決 

○議長（相川繁治君） お諮りします。以上

をもって、本定例会に付議された案件はすべ

て終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により

本日で閉会したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は、本日で閉会する

ことに決定しました。 

 

◎閉会宣言 

○議長（相川繁治君） これで、本日の会議

を閉じます。平成29年第５回占冠村議会定例

会を閉会します。 

閉会 午後１時13分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 
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占冠村議会議員   大 谷 元 江 
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